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前
漢
武
帝
代
の
酷
吏
張
、湯
に
つ
い
て

多

田

3自

介

一

は
じ
め
に

一
張
湯
の
出
自
と
立
身

二
太
中
大
夫
・
廷
尉
時
代

五四

御
史
大
夫
時
代

張
湯
の
最
期

は

じ

め

『
漢
書
』
巻
五
八
「
公
孫
弘
ト
式
見
寛
俸
」
の
賛
のえ

ん
じ
ゃ
〈

公
孫
弘
・
ト
式

・
児
寛
皆
な
鴻
漸
之
翼
を
以
て
燕
爵
に
困
し
み
、
羊
家
之
聞
に
遠
逃
す
。
其
の
時
に
遇
う
に
非
ざ
れ
ば
、
鷲
ん
ぞ
能
く
此

の
位
を
致
さ
ん
乎
。
是
の
時
、

漢
輿
り
て
六
十
除
載
、
海
内
支
安
た
り
て
府
庫
充
質
す
。
而
れ
ど
も
四
夷
い
ま
だ
賓
せ
ず
、
制
度
多
く
閥

く
。
上
、
方
に
文
武
を
用
い
ん
と
欲
し
て
之
を
求
む
る
こ
と
及
ば
ざ
る
が
如
し
。
始
め
て
蒲
輸
を
以
て
枚
生
を
迎
え
、

主
父
を
見
て
歎
息

す
。
護
士
慕
榔
惜
し
て
異
人
並
び
出
ず
。
ト
式
は
拐
牧
よ
り
抜
せ
ら
れ
、
弘
羊
は
買
竪
よ
り
擢
せ
ら
れ
、
衛
青
は
奴
僕
よ
り
奮
い
、
日
碑
は

降
虜
よ
り
出
ず
。
斯
れ
亦
換
時
の

版
築
飯
牛
の
朋
な
る
の
み
。
漢
の
人
を
得
る
や
亙
に
盛
た
り
。
儒
雅
は
則
ち
公
孫
弘
・

董
仲
野

・
見

寛
、
篤
行
は
則
ち
石
建

・
石
慶
、
質
直
は
則
ち
汲
賠

・
ト
式
、
推
賢
は
則
ち
韓
安
園

・
鄭
嘗
時
、
定
令
は
則
ち
越
百
円

・
張
湯
、
文
章
は
則

ち
司
馬
遁

・
相
如
、
滑
稽
は
則
ち
東
方
朔

・
枚
泉
、

腰
掛
は
則
ち
巌
助

・
朱
買
臣
、
暦
数
は
則
ち
唐
都

・
洛
下
閥
、
協
律
は
則
ち
李
延

年、

運
饗
は
則
ち
桑
弘
羊
、

奉
使
は
則
ち
張
嬉
・
蘇
武
、
勝
率
は
則
ち
衛
車問

・
震
去
病
、
受
遣
は
則
ち
霊
光
・
金
日
碑
、
其
の
徐
は
紀
す

る
に
勝
う
可
か
ら
ず
。
是
れ
以
て
功
業
を
輿
造
し
、
制
度
遺
文
は
後
世
及
ぶ
莫
し
。
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と
い
う
定
型
的
文
章
に
は
、
そ
れ
な
り
に
前
漢
武
帝
の
時
代
と
人
物
と
が
要
約
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
「
定
令
は
則
ち
越
福
岡
・
張

湯
」
と
あ
る
二
人
は
、
い
ず
れ
も
『
史
記
』
巻
一
一
一
一
一
「
酷
吏
列
俸
」
中
に
録
さ
れ
て
い
て
、
所
調
「
酷
吏
」
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
以
下
に

見
る
よ
う
に
、
張
、
湯
は
武
帝
即
位
後
間
も
な
い
こ
ろ
か
ら
中
央
官
界
に
登
場
し
最
後
は
御
史
大
夫
に
至
っ
た
が
、
元
鼎
二
年
〈
前

二

五
)
失
脚

自
殺
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
景
帝
後
三
年
ハ
前
一
四
一
〉
か
ら
後
元
二
年
(
前
八
七
)
ま
で
の
五
五
年
に
渉
っ
て
在
位
し
た
武
帝
の
治
世
の
前

半
が
張
湯
の
活
躍
し
た
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
小
論
は
酷
吏
と
呼
ば
れ
る
官
僚
類
型
に
属
す
る
張
湯
の
立
身
と
治
績
の
鰹
過
を
た
ど
る
こ

と
を
直
接
の
目
的
と
す
る
が
、
そ
れ
を
通
し
て
武
帝
期
前
半
と
い
う
時
代
の
一
端
に
燭
れ
ら
れ
た
ら
と
考
え
る
。

な
お

『
史
記
』
巻
一

一一一一「
酷
吏
列
俸
」
に
録
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
張
湯
と
杜
周
の
南
名
は
『
漢
書
』
巻
九

O
「
酷
吏
俸
」
に
は
録
さ
れ

そ
れ
ぞ
れ
巻
五
九
「
張
湯
傍
」
、
巻
六

O
「
杜
周
俸
」
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
巻
九

O
「
酷
吏
俸
」
の
賛
に
あ
る
よ

て
お
ら
ず
、

う
に
「
湯
・
周
子
孫
貴
盛
、
故
別
停
」
と
い
う
事
情
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
班
固
も
司
馬
遷
に
従
っ
て
張
湯
・
杜
周
を
酷
吏
と
見
倣
し
て
い
た

「
酷
吏
列
惇
」
の
文
を
ほ
と
ん
ど
潟
し
た
も

の
で
あ
る
。
小
論
が
問
題
と
す
る
主
な
時
期
は
、
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こ
と
に
相
違
は
な
い
。
ま
た
『
漢
書
』
の
「
張
湯
俸
」
は
そ
の
子
孫
の
部
分
を
除
い
て

『史
記
』

『
史
記
』
の
絞
述
範
園
の
内
に
あ
り
、
そ
れ
ら
に
関
す
る

『漢
書
』
の
記
述
は
お
お
む
ね

い
ま
便
宜
上
引
用
は
『
漢
書
』
に
依
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
特
に

『
史
記
』
に
重
要
な
遣
い
が
あ

る
場
合
に
は
そ
の
黙
に
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
張
湯
の
履
歴
の
骨
子
は
形
式
上
『
漢
室
百』

巻
五
九

「
張
湯
俸
」
に
依
接
す
る
こ

『
史
記
』
の
そ
れ
を
寓
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
に
な
る
が
、
張
湯
の
子
孫
に
関
わ
る
部
分
も
含
め
て
行
文
中
い
ち
い
ち
こ
と
わ
ら
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
を
諒
承
願
い
た
い
。

張
湯
の
出
自
と
立
身

張
湯
の
出
身
地
は
「
張
湯
俸
」
で
は
「
杜
陵
人
也
」
と
あ
る
。
漢
代
で
は
高
租
か
ら
宣
帝
に
至
る
七
つ
の
帝
陵
ロ巴
に
「
高
官
の
家
々
、
富
人

お
よ
び
、
多
く
の
人
々
を
使
役
す
る
粂
…
廷
が
た
ち
」
の
三
種
類
の
家
(
「
三
選
」
)
が
強
制
的
移
住
政
策
に
よ

っ
て
集
め
ら
れ
恥
し
か
し
な
が

ら
杜
陵
は
宣
帝
の
陵
で
あ
っ
て
、
張
湯
在
世
中
は
こ
の
地
は
杜
鯨
と
い
わ
れ
る
普
通
の
鯨
で
あ
っ
た
か
ら
、
張
湯
の
生
家
は
「
三
選
」
に
よ
っ
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て
帝
陵
邑
に
家
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
『
史
記
』
巻
一
二
二
「
酷
吏
列
博
」
が

「
杜
人
也
」
と
し
、

「集
解
」
が
「
徐
庚
目
、

爾
時

未
篤
陵
」

と
注
し
て
い
る
の
が
張
湯
在
世
首
時
の
様
相
な
の
で
あ
る
。

張
湯
の
父
は
長
安
丞
で
あ
っ
た
が

③
 

腕
丞
は
帝
陵
邑
へ
の
遷
徒
の
封
象
で
あ
る
「
三
選
」

中
の
高
官
に
該
嘗
す
る
も
の
で
は
な
い
。

--0・】
中
t
ナ
r

し
、
九
卿
の
一

た
る
廷
尉

・
三
公
の

一
た
る
御
史
大
夫
の
地
位
に
升
っ
た
張
湯
を
父
と
し
、
自
ら
も
宣
帝
代
に
輔
弼
の
臣
と
し
て
衛
賂
軍
富
卒

侯
と
な
っ
た
張
安
世
は
、
父
の
本
籍
の
あ
っ
た
杜
腕
か
ら
武
帝
の
茂
陵
へ
、
茂
陵
か
ら
昭
帝
の
卒
陵
へ
、
卒
陵
か
ら
宣
帝
の
杜
陵
と
な
っ
た
か

つ
て
の
杜
豚
の
地
へ
と
生
涯
に
お
い
て
三
徒
し
て
い
る
。
ま
た
張
湯
の
祖
先
に
つ
い
て
班
固
は
「
張
湯
惇
」
の
賛
に
「
鴻
商
稿
張
湯
之
先
、
興

留
侯
同
組
、
而
司
馬
選
不
言
、
故
閥
鷲
」
と
記
す
が
、
こ
の
僚
の
如
淳
注
に
は

「班
回
目
録
、
濡
商
長
安
人
、
成
帝
時
以
能
麗
書
、
待
詔
金
馬

門
、
受
詔
縮
太
史
公
害
十
銭
篇
」
と
あ
る
。
『
漢
書
』
を
三

O
「華
文
志
」
に
は
「
鴻
商
所
績
太
史
公
七
篇
」
と
み
え
、
顔
師
古
は
劉
飲

『
七

略
』
に
云
う
と
し
て

「商
陽
陵
人
、
治
易
、
事
五
鹿
充
宗
、
後
事
劉
向
、
能
属
文
、
後
輿
孟
柳
倶
待
詔
、
頗
序
列
俸
、
未
卒
、

病
死
」
と
注
し

@

@
 

て
い
る
。
五
鹿
充
宗
は
元
帝
代
に
官
は
少
府
に
至
り
、
倭
倖
石
願
の
黛
友
で
あ
っ

た
人
物
で
あ
り
、
劉
向
は
元
帝
・
成
帝
代
の
人
物
で
あ
る
。

- 28ー

以
上
そ
の
本
籍
地
と
書
物
の
篇
数
に
閲
し
て
は
相
互
に
一
致
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
顔
師
古
注
の
関
連
人
物
と
如
淳
注
に
よ
り
鴻
商
は
元

帝
・
成
帝
代
の
史
家
と
み
な
せ
よ
う
。
か
れ
は
張
湯
は
張
良
と
租
先
を
共
通
に
す
る
と
し
た
。
併
せ
て
五
代
の
韓
王
に
相
と
し
て
仕
え
た
父

・

祖
父
を
も
っ
戦
園
韓
の
貴
族
の
議
と
し
て
の
張
良
は
、
韓
を
滅
し
た
秦
始
皇
に
報
仇
し
よ
う
と
し
て
こ
れ
を
博
浪
沙
に
撃
っ
て
失
敗
し
た
が
、

の
ち
に
劉
邦
の
謀
臣
と
し
て
漢
帝
園
の
創
業
に
大
功
あ
り
、

留
侯
に
封
ぜ
ら
れ
て
高
后
三
年
(
前
一
八
五
)
に
死
ん
で
い
る
。

⑤
 

嗣
い
だ
が
、
こ
れ
は
文
帝
三
年
(
前
一
七
七
)
不
敬
に
坐
し
て
園
除
と
な

っ
た
。
張
湯

・
張
安
世
の
子
孫
は
宣
帝

・
元
帝
代
よ
り
以
降
、
侍
中

・

中
常
侍
・
諸
曹
散
騎

・
校
尉
に
列
す
る
者
十
除
人
を
出
し
、

金
日
碍
の
子
孫
と
並
ん
で
歴
朝
の
親
近
と
し
て
繁
柴
し、

子
不
疑
が
侯
を

外
戚
に
比
し
た
と
い

ぅ
。
同
時
代
人
で
あ
る
司
馬
遷
の
張
湯
俸
に
そ
の
こ
と
が
な
い

の
に
、
鴻
商
に
張
良
・

張
湯
同
租
の
設
が
あ
る
の
は
、
後
数
世
に
捗
っ

て
張
湯

の
子
孫
が
繁
柴
し
た
時
貼
で
出
て
き
た
附
舎
の
読
を
採
っ
た
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

長
安
丞
で
あ
っ
た
父
の
代
以
前

に
つ
い
て
の
張
湯
の
組
先
に
つ
い
て
は
不
明
と
す
る
ほ
か
な
い
。



父
の
留
守
中
に
鼠
に
肉
を
盗
ま
れ
た
少
年
張
湯
が
、
鼠
を
捕
え
て
裁
判
の
手
績
き
を
経
た
う
え
で
こ
れ
を
堂
下
に
礁
け
に
し
た
と
い
う
の
は

「
張
湯
俸
」
官
頭
の
挿
話
で
あ
る
が
、
父
の
死
後
張
湯
は
長
安
鯨
の
吏
と
し
て
出
仕
す
る
。

湯
、
長
安
の
吏
と
震
る
。
周
陽
侯
諸
卿
矯
り
し
時
、
嘗
て
長
安
に
繋
が
れ
、
湯
身
を
傾
け
て
之
に
事
う
。
出
て
侯
と
震
る
に
及
び
大
い
に

湯
と
交
り
、
偏
く
貴
人
に
恥
わ
す
。
湯
内
史
に
給
事
し
て
耐用
成
の
擦
と
震
る
に
、
湯
を
以
て
無
害
と
魚
し
大
府
に
言
う
。
茂
陵
尉
に
調
せ

ら
れ
、
方
中
を
治
す
。
武
安
侯
丞
相
と
矯
り
て
は
湯
を
徴
し
て
史
と
潟
し
、
侍
御
史
に
薦
補
す
。

と
い
う
の
が
以
後
の
コ

l
ス
で
あ
る
。

「
周
陽
侯
」
に

つ
い
て
、
顔
師
古
は
「
姓
趨
」
と
注
す
。

『
漢
書
一
』
巻
六
「
外
戚
恩
津
侯
表
」
に
は
周

陽
侯
趨
粂
な
る
者
が
存
在
す
る
。
趨
粂
は
文
帝
の
弟
准
南
属
王
長
の
男
で
あ
る
こ
と
を
以
て
文
帝
元
年
(
前

一
七
九
)
に
周
陽
侯
に
封
ぜ
ら
れ

@
 

た
が
、
同
六
年
(
前
一
七
四
〉
罪
あ
っ
て
菟
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
文
帝
六
年
は
准
南
胤
王
が
謀
反
の
結
果
慶
さ
れ
て
萄
に
徒
さ
れ
る
途
中
死
ん
だ
年

①
 

で
あ
る
か
ら
、
周
陽
侯
趨
粂
も
こ
れ
に
連
坐
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
『
漢
書
』

の

「外
戚
恩
津
侯
表
」
に
は
も
う
一
人
の
周
陽
侯
が
い

る
。
そ
れ
は
武
帝
即
位
の
景
帝
後
三
年
(
前
一
四
一
〉
に
皇
太
后
の
同
母
弟
の
故
を
以
て
封
ぜ
ら
れ
た
周
陽
蕗
侯
田
勝
で
あ
る
。

@
 

紛
も
同
時
に
同
じ
理
由
で
武
安
侯
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

田
勝
也
、
武
帝
母
王
太
后
之
同
母
弟
也
、

田
勝
の
兄
田
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『
史
記
』
各
一
一
一
一
一
「
酷
吏
列
俸
」
の
「
集
解
」
は
周
陽
侯
に
関
し
て
「
徐
贋
回
、

武
帝
始
立
、

而
封
矯
周
陽
侯
」

と
注
し
て
い
る
。

武
英
殴
版

『漢
書
』
の
「
張
湯
停
」
巻
末

「考

誼
」
の
斉
召
南
読
は
、
周
陽
侯
越
粂
が
文
帝
六
年
に
克
ぜ
ら
れ
て
い
る
一
方
、
周
陽
殻
侯
田
勝
が
武
帝
代
初
め
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
田

勝
の
兄
で
武
帝
代
に
丞
相
と
な
っ
た
田
紛
が
張
湯
を
丞
相
史
に
採
用
し
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
た
う
え
で
、
顔
師
古
設
を
誤
り
、
徐
贋
日
を
是

と
し
て
い
る
が
、

そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
王
先
謙
『
漢
書
補
注
』
の
嘗
該
僚
は
こ
の
宵
召
南
設
を
引
い
た
後
に

「
田
勝
負
卿
、
百
官
表
閥
、
蓋

在
景
帝
後
元
之
末
」
と
の
王
啓
原
の
推
量
を
録
す
る
。

「
張
湯
停
」
本
文
の
記
述
で
は
田
勝
が
出
獄
し
て
か
ら
封
侯
さ
れ
る
ま
で
に
長
い
期
聞

が
存
し
た
と
は
認
め
難
い
か
ら
、
こ
の
推
量
も
安
嘗
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
『
漢
書
』

巻
一

九
下
「
百
官
公
卿
表
下
」
に
よ
れ
ば
、

景
帝
の
中
六

年
(
前

一
四
四
〉
か
ら
中
尉
で
あ
っ
た
寧
成
が
内
史
に
濯
っ
て
在
任
し
た
期
聞
は
、
武
帝
の
建
元
元
年
(
前

一
四
O
)
一
年
内
に
限
ら
れ
る。
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以
上
に
よ
り
張
湯
の
初
期
の
官
歴
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
よ
う
。
父
の
死
後
長
安
蘇
の
吏
と
し
て
勤
務
し
た
が
、
景
帝
末
年
長
安
の
獄
に
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繋
が
れ
た
田
勝
の
面
倒
を
み
た
。
出
獄
後
、
武
帝
即
位
し
て
間
も
な
く
周
陽
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
田
勝
は
張
湯
を
徳
と
し
て
こ
れ
と
交
り
、
か
れ

を
多
く
の
要
路
の
貴
額
に
紹
介
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
武
帝
の
建
元
元
年
に
は
内
史
寧
成
の
属
官
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
最
有
能
と
い
う

こ
と
で
丞
相
府
に
推
薦
さ
れ
て
茂
陵
尉
に
選
任
さ
れ
、

茂
陵
の
造
営
に
た
ず
さ
わ
っ
た
が
、

@
 

相
に
な
る
と
丞
相
史
に
徴
せ
ら
れ、

つ
い
で
推
薦
さ
れ
て
御
史
と
な
っ

た
。

田
勝
の
兄
回
扮
が
建
元
六
年

(
前
二
二
五
〉
に
丞

の
ち
に
も
み
る
よ
う
に
、
御
史
在
任
中
に
陳
皇
后
の
亙
皇
の
獄
が
起
り
、

張
湯
は
こ
の
糾
明
に
手
腕
を
護
揮
し
て
武
帝
に
認
め
ら
れ
る
こ
と

そ
の
機
縁
は
武
帝
の
叔
父
に
あ
た
る
田
勝

・
回
扮
の
知
遇

を
得
た
こ
と
に
あ
る
。

先
に
も
燭
れ
た
斉
召
南
の
説
が

「可
知
湯
由
田
氏
進
身
」
と
い
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
御
史
就
任
は
張
湯
の
履
歴
の
う
ち
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
が
、

文
帝
の
賓
皇
后
の
従
兄
の
子
資
嬰
は
景
帝
代
の
呉
楚
七
園
の
凱
設
生
の
さ
い
に
能
力
を
見
込
ま
れ
て
大
賂
軍
に
任
ぜ
ら
れ、

錠
陽
を
守
っ

て

宵

・
越
の
軍
事
行
動
を
牽
制
し
て
功
績
あ
り
、
見
後
貌
其
侯
に
封
ぜ
ら
れ
て
篠
侯
周
亜
夫
と
と
も
に
橿
機
に
参
し
て
盛
名
あ
っ
向
。
ま
だ
郎
で

あ
っ
た
回
扮
は
そ
の
も
と
に
出
入
し
て
、
酒
席
で
は
子
か
孫
の
よ
う
に
侍
し
て
い
た
が
、
景
帝
の
晩
年
に
は
貴
幸
さ
れ
て
郎
中
令
の
属
官
で
論

⑪
 

議
を
掌
る
中
大
夫
の
職
に
つ
い
た
。
曲
川
読
の
才
あ
っ
て
寅
帝
の
史
孔
甲
の
作
と
博
え
ら
れ
る

『
盤
孟
』
の
諸
蓄
を
皐
ん
だ
こ
の
弟
を
王
皇
后
は

- 30-

賢
と
し
た
。

武
帝
が
即
位
す
る
と
既
越
の
よ
う
に
田
扮
は
武
安
侯
に
封
ぜ
ら
れ
る
が
、

賓
客
に
卑
下
し
、

民
間
未
仕
の
名
士
を
朝
廷
に
推
薦

し
、
大
官
の
聞
に
自
己
の
勢
力
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
。

武
帝
も
多
く
田
扮
の
賓
客
の
計
策
を
採
用
し
、

建
元
元
年
(
前
一
四
O
)
に
は
景
帝

末
年
か
ら
の
丞
相
衛
結
を
罷
兎
し
、
賓
嬰
を
丞
相
に
、

国
扮
を
太
尉
に
任
命
す
る。

賓
嬰
と
田
扮
は
と
も
に
儒
術
を
好
み
、

か
れ
ら
の
推
薦
で

御
史
大
夫
に
越
箱
、
郎
中
令
に
王
蔵
が
任
命
さ
れ
た
。
越
縮

・
王
臓
は
魯
の
儒
者
申
公
か
ら
詩
鰹
を
皐
ん
だ
経
歴
を
も
つ
が
、
官
に
つ
く
と
す

で
に
八
十
を
こ
え
て
い
た
申
公
を
京
師
に
迎
え
、
明
堂
の
設
立

・
列
侯
の
就
園

・
関
所
の
陵
止

・
喪
服
の
改
制

・
賢
太
后
の
一
族
の
う
ち
の
無

行
の
者
の
属
籍
か
ら
の
排
除
等
を
貫
施
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
賓
太
后
を
頂
貼
と
す
る
外
戚
の
洛
意
に
射
し
て、

儒
家
の
理
念
を
援
り
所
と

し
て
皇
帝
中
心
の
鐙
制
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
政
治
改
革
の
試
み
で
あ
っ
た
。
蜜
太
后
は
「
黄
老
の
言
」
を
以
て
新
興
の
儒
術
振
と
劉
立
す
る

が
、
建
元
二
年
(
前
二
ニ
九
〉
に
御
史
大
夫
越
紹
が
貫
太
后
へ
の
奏
事
の
底
止
を
請
う
に
至
っ
て
そ
の
怒
り
は
爆
装
し
た
。

十
六
才
で
帝
位
に



即
き
、
こ
の
と
き
十
八
才
で
あ
っ
た
武
帝
は
租
母
の
怒
り
に
直
接
に
は
抗
し
難
か
っ
た
。
ま
た
丞
相
資
嬰
も
、
そ
の
と
き
は
賓
現
し
な
か
っ
た

と
は
い
え
、
景
帝
末
年
に
し
ば
し
ば
資
太
后
よ
り
丞
相
に
推
拳
さ
れ
る
な
ど
一
族
と
し
て
の
恩
義
を
蒙
っ
て
い
た
。
武
帝
が
抗
し
え
な
い
以

上
、
資
嬰
・
回
紛
ら
も
新
し
い
方
針
を
貫
く
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
そ
の
結
果
越
結

・
王
臓
は
吏
に
下
さ
れ
て
自
殺
し
、
か
れ
ら
の
師
申
公

は
太
中
大
夫
を
菟
ぜ
ら
れ
て
蹄
郷
し
、
費
嬰
・
田
扮
も
そ
れ
ぞ
れ
兎
ぜ
ら
れ
て
下
野
し
た
。
こ
う
し
て
貿
嬰
・
田
紛
ら
に
よ
る
改
革
の
試
み
は

賓
太
后
の
怒
り
の
前
に
頓
挫
し
た
。
た
だ
し
、
田
扮
は
官
は
兎
ぜ
ら
れ
た
と
は
い
え
王
太
后
の
故
を
も
っ
て
武
帝
に
親
孝
せ
ら
れ
、
し
ば
し
ば

事
を
言
い
聴
用
さ
れ
る
こ
と
多
く
、
こ
の
た
め
に
天
下
の
土
吏
の
勢
利
に
趨
る
者
は
皆
な
賓
嬰
を
去
っ
て
田
扮
に
鯖
し
た
か
ら
、
そ
の
勢
力
は

日
盆
し
に
強
大
に
な
っ
た
と
い
う
。

か
れ
が
再
び
官
に
就
く
の
は
建
元
六
年
(
前
三
一
五
)

の
貿
太
后
の
死
を
契
機
と
す
る
。

こ
の
と
き
丞
相

に
任
ぜ
ら
れ
、
以
後
元
光
四
年
(
前
一
一
一
一

一
〉
の
死
ま
で
そ
の
地
位
を
保
っ
た
。

叔
父
の
関
係
を
以
て
青
年
の
皇
帝
を
輔
弼
す
る
こ
と
に
な
っ

た
丞
相
田
扮
の
権
勢
は
「
入
奏
事
、
語
移
目
、
所
言
皆
聴
、
薦
人
或
起
家
至
二
千
石
、
権
移
主
上
」
と
記
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、

官
吏

一
層
勢
力
を
失
っ
た
が
、
丞
相
田
扮
と
の
聞
に
確
執
を
起
し
、

回
扮
に
よ
っ
て
陥
れ
ら
れ
て
刑
死
し
た
。
も
っ
と
も
そ
の
直
後
、

田
扮
は
己
れ

- 31ー

の
任
命
に
関
し
て
武
帝
を
し
て
「
君
除
吏
登
禾
、
吾
亦
欲
除
吏
」
と
い
わ
し
め
た
と
い
う
挿
話
を
残
し
て
い
る
。
な
お
賓
嬰
は
賓
太
后
の
死
後

が
陥
れ
た
費
嬰
と
濯
夫
の
怨
霊
に
苦
し
め
ら
れ
て
悶
死
す
る
。
た
だ
し
、
後
年
准
南
王
安
が
謀
反
を
計
劃
し
た
と
き
、
安
と
回
扮
と
の
聞
に
関

係
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
武
帝
は
「
使
武
安
侯
在
者
、
族
失
」
と
憤
激
し
た
と
い
う
か
ら
、
生
き
て
い
て
も
い
ず
れ
は
排
除
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
武
帝
代
初
期
の
経
過
を
み
る
と
、
武
帝
は
賢
太
后
を
頂
黙
と
す
る
外
威
勢
力
を
抑
え
て
自
己
の
統
治
力
を
強
化
し
よ
う
と
し

て
、
外
戚
中
の
儒
家
的
数
養
も
何
ほ
ど
か
身
に
つ
け
た
少
批
貧
嬰

・
田
扮
ら
を
登
用
し
て
挫
折
し
た
が
、
賓
太
后
死
後
に
お
い
て
は
外
戚
丞
相

@
 

で
あ
る
田
紛
の
専
横
に
悩
ま
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

田
勝
と
の
機
縁
か
ら
回
扮
の
知
遇
を
え
て
丞
相
史
を
経
て
御
史
と
な
っ
た
張
湯
が
、
武
帝
の
信
任
を
え
る
に
至
っ

た
の
は
、
田
扮
の
死
の
翌

年
、
元
光
五
年
(
前
二

δ
〉
に
起
っ
た
陳
皇
后
の
亙
盛
の
獄
を
糾
察
し
た
こ
と
に
よ
る
。
武
帝
の
最
初
の

皇
后
で
あ
る
陳
皇
后
は
、

賓
太
后

213 

の
娘
・
景
帝
の
姉
に
し
て
武
帝
の
伯
母
で
あ
る
館
陶
公
主
を
母
と
す
る
。
館
陶
公
主
は
自
分
の
娘
を
景
帝
の
最
初
の
皇
太
子
祭
の
妃
に
す
る
こ



214 

と
を
希
望
亡
た
が
、
築
の
生
母
粟
姫
に
う
け
入
れ
ら
れ
ず
、

こ
れ
よ
り
弟
景
帝
に
劃
策
し
て
皇
太
子
祭
を
蔵
し
て
王
夫
人
の
生
ん
だ
徹
(
の
ち

賢
太
后
の
孫
に
し
て
館
陶
公
主
の
子
で
あ
る
陳
皇
后
は

の
武
帝
〉
を
皇
太
子
と
し
、
娘
を
そ
の
妃
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
館
陶
公
主
が
な
け
れ
ば
武
帝
は
皇
太
子
に
な
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

「檀
寵
騎
貴
し

で
あ
っ
た
が
十
蝕
年
し
で
も
子
が
無
く
、
武
帝
が
衛
子
夫
(
の
ち
の
術

ま
た
母
の
館
陶
公
主
も
衛
子
夫
の
懐
妊
を
知
る
と、

嘗
時
無
名
で
建

皇
后
)
を
幸
す
る
よ
う
に
な
る
と
し
ば
し
ば
こ
れ
を
殺
害
し
よ
う
と
し
、

章
宮
に
給
事
し
て
い
た
街
子
夫
の
弟
街
育
を
捕
え
て
殺
そ
う
と
し
て
失
敗
し
、
か
え
っ
て
街
青
立
身
の
契
機
を
興
え
た
が
、
元
光
五
年

「
上
途

窮
治
之
、
女
子
楚
服
等
坐
鶏
皇
后
亙
縄
洞
祭
祝
誼
、
大
逆
無
道
、
相
連
及
設
者
三
百
除
人
、
楚
服
臭
首
於
市
、
使
有
司
賜
皇
后
策
日

『皇
后
失

⑬
 

序
、
惑
於
亙
祝
、
不
可
以
承
天
命
、
其
上
璽
綬
、
罷
退
居
長
門
宮
』」
と
い
う
結
果
に
落
着
し
た
。
御
史
張
湯
は
こ
の
と
き
、

意
輿
を
深
究
し

て
武
帝
に
そ
の
手
腕
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

陳
皇
后
の
亙
畿
の
獄
は
武
帝
が
か
つ
て
賓
太
后
の
怒
り
の
前
に
丞
相
・
太
尉
を
罷
兎
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
こ
ろ
と
は
異
な
り
、

近
親
姻
属

の
干
渉
を
許
さ
な
い
強
力
な
存
在
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
皇
帝
と
皇
后
の
開
係
は
、
皇
帝
と
官
僚
・
皇
帝
と
一
般
行
政
と
い
う
問

- 32ー

題
に
比
べ
れ
ば
「
私
的
生
活
」
の
問
題
と
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
の

「私
的
生
活
」
は
皇
帝
を
と
り
ま
く
所
興
の
政
治
朕
況
と
無
縁
に
出
現
す
る

も
の
で
は
な
い
。
武
帝
の
場
合
、
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
の
も
、

皇
太
子
妃
の
選
定
も
外
戚
・
近
親
の
意
園
の
下
に
仕
組
ま
れ
て
質
現
し
た
か

ら
、
こ
れ
ら
の
勢
力
は
年
少
の
皇
帝
を
規
制
す
る
政
治
的
な
力
と
し
て
存
在
し
た
。

そ
れ
ゆ
え、

建
元
六
年
(
前
二
一
五
)
の

賢
太
后
の
死
よ

り
五
年
後
に
断
行
さ
れ
た
陳
皇
后
の
腰
位
と
そ
の
翌
々
年
に
な
さ
れ
た
衛
子
夫
の
立
后
と
い
う
「
私
的
生
活
」
面
の
虚
置
は
、
武
帝
が
賦
況
の

主
宰
者
の
立
場
に
立
つ
に
至
っ
た
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
張
湯
は
そ
の
立
身
に
お
い
て
い
ま
だ
外
戚

・
近
親
の
干
渉
下
に
あ

っ
た
武
帝
の
有
力
な
外
戚
回
扮
に
師
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
御
史
の
地
位
に
つ
き
、

そ
の
職
務
の
一
環
と
し
て
か
つ
て
の
費
太
后
に
つ
な
が
る

陳
皇
后
や
そ
の
母
館
陶
公
主
の
勢
力
の
排
除
の
た
め
に
活
躍
し
て
武
帝
の
信
任
を
え
た
わ
け
で
あ
る
。

太
中
大
夫
・
廷
尉
時
代



陳
皇
后
の
亙
鐙
の
獄
を
治
し
て
の
ち
、
張
湯
は
皇
帝
近
侍
の
臣
と
し
て
論
議
を
掌
る
太
中
大
夫
の
職
に
遷
る
が
、

二
「
酷
吏
列
惇
」
に
お
い
て
合
繍
侍
さ
れ
て
い
る
越
市
内
に
出
禽
っ
た
。

越
爵
は
京
師
の

諸
官
の
吏
と
し
て
出
護
し
、

そ
こ
で

『
史
記
』
巻
一

一一

太
尉
周

E
夫
の
令
史
を
勤

め
、
景
帝
七
年
(
前
一
五
O
)
周
E
夫
が
丞
相
と
な
る
と
丞
相
史
と
な
り
、

⑬
 

て
太
中
大
夫
と
な
っ
た
。
万
筆
の
吏
か
ら
出
渡
し
、
御
史

・
太
中
大
夫
を
経
て
さ
ら
に
九
卿
に
至
っ
た
履
歴
は
張
湯
の
そ
れ
と
類
似
す
る
。
張

湯
が
太
中
大
夫
で
あ
っ
た
の
は
、
陳
皇
后
の
亙
握
の
獄
を
治
し
た
元
光
五
年
(
前
三

δ
〉
か
ら
廷
尉
に
選
る
元
朔
三
年
ハ
前

一
三
ハ
)
の
間
で

あ
る
。
一
方
、
張
湯
よ
り
も
さ
き
に
太
中
大
夫
に
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
越
馬
は
元
光
六
年
(
前
一
一

一
九
〉
に
中
尉
に
輔
じ
て
い
る
か
ら
、

⑮
 

雨
者
が
と
も
に
太
中
大
夫
で
あ
っ
た
の
は
元
光
五
・
六
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
雨
者
の
関
係
を
『
史
記
』
「
酷
吏
列
惇
」
は

「
(
張
湯
)
精
遷

武
帝
代
に
至
っ

て
御
史
に
運
り
、

武
帝
に
そ
の
能
力
を
認
め
ら
れ

至
太
中
大
夫
、
興
趣
百
円
共
定
諸
律
令
、

務
在
深
文
、
拘
守
職
之
吏
、

巳
而
越
福
岡
遷
篤
中
尉
、
徒
矯
少
府
、
而
張
湯
魚
廷
尉
、
商
人
交
躍
、
市
兄

事
百
円
」
と
記
す
。
元
光
五
・
六
年
と
い
う
時
貼
は
、
前
節
に
お
い
て
皇
后
の
慶
立
を
通
し
て
推
測
し
た
よ
う
に
、
武
帝
が
近
親
・
外
戚
か
ら
の

干
渉
を
脱
し
て
、
絶
劃
的
な
政
治
権
力
者
と
し
て
の
自
己
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
臣
下
と
し
て
の
官
僚
た
ち

を
権
力
の
意
聞
に
そ
う
忠
貫
な
遂
行
者
た
ら
し
め
、
こ
れ
を
確
賓
に
自
己
の
下
に
掌
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
太
中
大
夫
と
し
て
同
席
し
て

以
後
の
張
湯
と
趨
馬
は
、
こ
の
よ
う
な
武
帝
の
要
請
に
鷹
え
て
官
吏
統
御
の
た
め
の
立
法
措
置
に
手
腕
を
護
揮
し
た
。
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『
漢
書
』
巻
二
三
「
刑
法
志
」
に
は
「
招
準
張
湯
・
趨
属
之
属
、
保
定
法
令
、
作
見
知
放
縦
・
監
臨
部
主
之
法
、
緩
深
故
之
罪
、

急
縦
出
之

諌
」
と
い
い
、
同
巻
二
四
下
「
食
貨
志
下
」
に
は
「
自
公
孫
弘
以
春
秋
之
義
縄
臣
下
取
漢
相
、
張
湯
以
峻
文
決
理
矯
廷
尉
、
於
是
見
知
之
法

生
、
而
慶
格
温
誹
窮
治
之
獄
用
失
」
と
い
う
。
「
見
知
故
縦
・
監
臨
部
主
之
法
」
と
は

「刑
法
志
」
の
顔
師
古
注
に
「
見
知
人
犯
法
不
奉
告
、

篤
故
縦
、
市
所
監
臨
部
主
有
罪
、
弁
連
坐
也
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
行
が
あ
る
の
を
知
り
な
が
ら
黙
っ
て
い
る
者
は
故
意
に
さ
せ
て
い
る

も
の
と
み
な
し
て
慮
罰
さ
れ
る
の
は
勿
論
、
見
逃
し
て
い
る
者
を
監
督
す
べ
き
職
務
に
あ
る
者
に
も
罪
が
及
ぶ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
顔
師
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古
注
の
み
で
は
「
見
知
の
法
」
が
吏
を
封
象
と
し
た
も
の
な
の
か
、

吏

・
民
を
問
わ
ず
適
用
さ
れ
る
も
の
な
の
か
明
瞭
で
な
い
が
、
「
食
貨
志
下
」

の
顔
師
古
注
は
「
吏
見
知
不
翠
劾
篤
故
縦
」
と
い
う
張
息吹
の
読
を
引
く
。
し
た
が
っ
て
張
安

・
顔
師
古
設
に
よ
れ
ば
「
見
知
の
法
」
の
適
用
封
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象
は
官
吏
で
あ
り
、
官
吏
の
職
務
遂
行
に
闘
し
て
「
監
臨
部
主
の
法
」
と
相
い
侠
っ
て
相
互
に
監
視
・

告
瑳
の
義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
も
の
と

⑮
 

理
解
で
き
る
。

「
深
故
の
罪
を
緩
く
す
」
に
つ

い
て
は
、
「
孝
武
欲
念
刑
、
吏
深
害
及
故
入
人
罪
者
、
皆
寛
緩
」
と
い
う
孟
康
の
注
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

官
吏
が
重
す
ぎ
る
庭
罰
を
し
た
り
、
誤
っ
た
罪
人
を
仕
立
て
上
げ
て
も
寛
大
に
鹿
置
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ぎ
ゃ
く
に

「
縦
出
の
設
を
急
に
す
」
に
つ
い
て
は

「吏
稗
罪
人
、
疑
以
信用
縦
出
、
則
急
謙
之
、
亦
言
向
酷
」
と
い
う
顔
師
古
の
注
に
よ
れ
ば
、
罪
人
を
放

兎
し
た
吏
は
慮
罰
を
蒙
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
無
寅
の
者
を
刑
罰
に
か
け
て
も
有
罪
の
者
を
漏
ら
さ
な
い
と
い
う
苛
酷
な
法
治
の
方
針

は
と
り
わ
け
こ
の
二
法
に
よ
く
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
行
政
の
大
綱
を
含
め
て
政
府
の
施
策
を
批
剣
す
る
者
に
劃
し
て
は

「
腰
格
祖
誹
窮
治
の
獄
」
が
適
用
さ
れ
る
。

「食
貨
士
山
下
」
の
顔
師
古
注
の
引
く
張
嬰
の
解
韓
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
は

「
官
有
所
作
、

腰
格
温
敗

誹
語
、
則
窮
治
之
也
」
と
い
う
。
顔
師
古
は
ま
た
「
厳
格
天
子
文
法
、
使
不
行
也
、
誹
謂
非
上
所
行
、
若
顔
異
反
膚
之
比
也
」
と
い
う
如
淳
の

解
を
も
引
く
。
張
委
と
如
淳
の
読
に
く
い
遣
う
と
こ
ろ
は
な
い
。
如
淳
解
中
の
「
顔
異
反
暦
の
比
」
は
の
ち
の
元
狩
年
間
の
こ
と
で
あ
る
が
、

「食
貨
志
下
」
の
本
文
中
に
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
白
鹿
の
皮
幣
の
製
造
な
ど
新
通
貨
政
策
に
懐
疑
的
で
あ
っ
て
武
帝
の
不
興
を
か
い、

御
史

- 34ー

大
夫
張
湯
と
も
隙
の
あ
っ
た
大
農
顔
異
は
、

元
狩
六
年
(
前

二
七
)
あ
る
事
件
を
と
り
あ
げ
ら
れ
て
張
湯
の
取
り
調
べ
を
う
け
る
が
、
新
通

貨
政
策
施
行
嘗
初
を
回
想
し
て
そ
の
不
便
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
っ

た
来
客
に
劃
し
て
無
言
で
微
か
に
膚
を
反
し
〈
客
へ
の
同
意
を
示
し
)

た
こ
と

不
入
言
而
腹
非
、
論
死
」
と
断
罪
さ
れ
て
諒
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
「
肢

格
温
誹
」
が
あ
か
ら
さ
ま
な
言
動
を
伴
わ
ず
、
胸
中
の
意
志
で
あ
っ

て
も
「
腹
非
の
法
比
」
と
し
て
慮
罰
針
象
と
な
り
え
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

が
あ
っ
た
こ
と
を
問
題
と
さ
れ
、
結
局
「
嘗
異
九
卿
、

見
令
不
便
、

⑫
 

ほ
か
に
『
菅
蓄
』
巻
三

O
「刑
法
志
」
に
は

「
張
湯
越
宮
律
二
十
七
篇
、
越
市
内
朝
律
六
篇
」
と
み
え
る
が
、

そ
れ
ら
の
内
容
に

つ
い
て
は
明

か
で
な
い
。
R
τ
p
-
J
、

宇
j
+
I
1
L

「
守
職
の
吏
を
拘
す
」
と
記
さ
れ
た
太
中
大
夫
張
湯

・
越
馬
の
仕
事
の
中
心
は
皇
帝
権
力
の
官
吏
統
御
の
た
め
の
法
の

整
備
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

す
る
。

二
人
は
よ
く
こ
の
任
務
を
遂
行
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
中
二
千
石
の
大
官
で
あ
る
廷
尉

・
中
尉
に
轄
出



廷
尉
と
な
っ
た
張
湯
は
深
刻
の
吏
を
多
く
爪
牙
と
し
て
用
い
、
か
っ
そ
の
治
獄
も
公
卒
を
旨
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、

「
上
方
郷
文

風
ご
と
い
う
武
帝
の
儒
皐
噌
好
に
合
わ
せ
て
博
士
弟
子
中
の
『
向
書
』
や
『
春
秋
』
を
皐
ん
だ
者
を
廷
尉
史
に
採
用
し
、
大
事
件
の
裁
決
に
は

儒
撃
の
理
念
に
合
致
す
る
よ
う
に
心
懸
け
た
。
ま
た
皇
帝
の
裁
断
を
仰
い
だ
さ
い
に
は
、
常
に
主
上
の
聖
明
を
稿
揚
し
、
ま
た
部
下
の
有
能
を

力
説
し
た
。
こ
れ
ら
を
記
す
司
馬
運
の
筆
致
は
張
湯
の
便
宜
主
義
を
非
難
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
た
だ
し
、
武
帝
の
儒
皐
曙
好
は
皐
説

・

理
念
の
全
鐙
を
現
質
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
贋
大
な
領
域
を
専
制
的
に
支
配
す
る
皇
帝
擢
力
が
自
己
の
正
嘗
性
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

裏
づ
け
と
し
て
、
従
来
の
「
糞
老
の
言
」

を
こ
え
た
よ
り
睦
系
的
な
も
の
を
求
め
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
そ
の

意
味
で
吏
事
に
習
熟
し
つ
つ
そ
れ
を
儒
皐
で
縁
飾
し
、
あ
く
ま
で
皇
帝
の
聖
明
を
稿
揚
す
る
張
、湯の
や
り
方
は
時
代
の
要
請
に
適
合
し
た
も
の

⑬
 

だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

⑬
 

こ
の
よ
う
な
新
潮
流
に
劃
し
て
古
い

「
責
老
の
言
」
を
値
す
る
官
僚
類
型
を
代
表
し
て
激
し
く
批
判
し
た
の
は
汲
賠
で
あ
っ
た
。

か
れ
は
瀞
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侠
を
好
ん
で
気
節
に
任
じ
薩
少
し
と
い
う
人
柄
で
あ
っ
た
が
、

景
帝
代
に
父
の
任
を
以
て
太
子
洗
馬
と
な
っ
た
。

武
帝
初
年
謁
者
に
遭
っ

た

が、

武
帝
の
封
越
地
積
極
政
策
に
は
「
号
人
相
攻
、
固
其
俗
」
と
し
て
反
射
し
、

後
年
の
封
旬
奴
戦
に
も
興
事
無
用
の
立
場
を
と

っ
た
。
こ
の

設
賠
は
新
し
い
法
令
の
制
定
に
手
腕
を
揮
う
廷
尉
張
湯
を
武
帝
の
面
前
に
お
い
て
質
責
し
て

「公
魚
正
卿
、
上
不
能
嬰
先
帝
之
功
業
、
下
不
能

化
天
下
之
邪
心
、
安
園
富
民
、
使
回
国
空
虚
、
何
空
取
高
皇
帝
約
束
紛
更
之
魚
、
而
公
以
此
無
種
失
」
と
い
い
、

ま
た
と
き
に
怒
り
を
設
し
て

「
天
下
謂
万
筆
吏
不
可
篤
公
卿
、
果
然
、
必
湯
也
、
令
天
下
重
足
而
立
、
灰
目
而
覗
尖
」
と
の
の
し
っ
た
と
い
う。

こ
の
よ
う
な
浪
賠
の
批
剣

は
「
賠
常
設
儒
、
面
燭
弘
等
徒
懐
詐
飾
智
以
阿
人
主
取
容
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
公
孫
弘
に
代
表
さ
れ
る
嘗
時
の
儒
撃
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
武
帝
は
汲
賠
ら
の
立
脚
貼
を
こ
え
る
こ
と
を
指
向
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

張
湯

・
公
孫
弘
ら
は
そ
の
指
向
に
適
合
し

て
活
躍
の
場
を
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、

二
方
向
の
劉
立
の
蹄
趨
は
明
か
で
あ
っ
た
。
浪
路
は
武
帝
か
ら
最
後
は
准
陽
郡
守
に
出
さ
れ
、

そ
こ
で

死
ん
だ
。
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廷
尉
時
代
の
張
湯
が
開
興
し
た
大
き
な
事
件
に
、
元
狩
元
年
(
前
一
一
一
一

一〉

の
准
南
王

・
衡
山
王
の

謀
反
事
件
が
あ
る
。

准
南
王
安
の
父
は
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高
祖
劉
邦
の
少
子
准
荷
脱
王
長
で
あ
り
、
文
帝
代
関
越

・
旬
奴
と
結
ん
で
反
乱
を
起
そ
う
と
し
て
露
見
し
、
窃
に
流
さ
れ
る
途
中
で
死
ん
で
い

る。

父
の
死
後
阜
陵
侯
よ
り
准
南
王
と
な
っ

た
安
は
反
逆
の
意
固
を
抱
き
陰
か
に
準
備
を
進
め
て
い
た
が
、

元
狩
元
年
(
前
一

二
二
〉
こ
れ
が

護
費
し
て
自
殺
し
た
。
ほ
か
に
王
后
茶

・
太
子
選
以
下
謀
反
に
興
み
し
た
者
も
族
さ
れ
、
准
南
園
は
除
か
れ
て
九
江
郡
と
な
っ
た
。

准
南
王
安
に
は
年
長
の
庶
子
不
害
と
太
子
選
の
二
男
あ
っ
た
が
、
不
害
の
方
は
王

・
后

・
太
子
か
ら
冷
遇
さ
れ
、
元
朔
二
年
(前一

一一
七
〉
か

ら
始
ま
っ
た
「
推
恩
の
令
」
の
恩
恵
に
も
浴
す
る
こ
と
な
か
っ
た
。
不
害
の
子
建
は
能
力
も
気
力
も
あ
る
人
物
だ
っ

た
が
、

父
の
不
遇
に
悲
憤

太
子
選
の
部
座
を
被
っ
て
い
た
。
准
南
王
の
反
乱
計
劃
設
究
の
直
接
の
契
機

は
、
建
が
親
問
仰
を
し
て
准
南
王
に
陰
事
あ
る
こ
と
を
上
書
き
せ、

自
ら
河
南
郡
の
取
り
調
べ
に
臨
応
じ
て
太
子
選
と
そ
の
一
議
の
こ
と
を
暴
露
し

し
、
太
子
遣
を
除
い
て
父
に
代
え
よ
う
と
す
る
望
み
を
抱
き
、

た
こ
と
に
あ
る。

衡
山
王
賜
は
准
南
王
安
の
弟
で
あ
る
。
兄
が
反
凱
の
準
備
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
こ
れ
が
現
貫
と
な
れ
ば
自
園
が
併
合
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
を
恐
れ
、
自
ら
も
賓
客
を
集
め
て
反
乱
の
準
備
を
し
た
が
、
の
ち
に
は
准
南
王
と
連
携
の
約
束
を
し
た
と
い
う
。
准
南
王
の
謀
反
計
劃
を
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窮
治
す
る
過
程
で
衡
山
王
の
計
劃
も
露
見
す
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
間
接
的
に
衡
山
王
位
の
櫨
承
を
め
ぐ
る
太
子
と
少
弟
の
争
い
が
関
係
し
て

く
る
。
す
な
わ
ち、

衡
山
王
に
太
子
を
肢
し
て
少
弟
に
代
え
る
意
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
太
子
爽
が
親
胆
白
鼠
を
し
て
衡
山
王
と
少
弟
孝

一
議

の
謀
逆
を
上
書
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
長
安
に
至

っ
た
白
鼠
は
ま
だ
上
蓄
に
及
ば
な
い
う
ち
に
准
南
王
の
一
件
に
関
連
し
て
逮
捕
さ
れ
る
。
少
弟

孝
は
自
己
の
関
わ
る
反
純
計
劃
が
白
鼠
に
よ
っ
て
露
見
し
て
し
ま
う
な
ら
「
先
自
告
、
除
其
罪
」
と
い
う
律
の
規
定
を
う
け
た
方
が
得
策
と
剣

断
し
て
自
首
す
る
。
こ
の
結
果
、
衡
山
王
は
自
殺
、
王
后
徐
来
は
前
后
を
掛
殺
し
た
罪
で
・
太
子
爽
は
父
王
を
告
し
た
不
孝
の
罪
で

・
少
弟
孝

は
父
王
の
御
稗
を
姦
し
た
罪
で
そ
れ
ぞ
れ
棄
死
の
刑
に
慮
せ
ら
れ
、
そ
の
ほ
か
諸
々
の
衡
山
王
の
謀
反
に
興
み
し
た
者
も
皆
な
諒
さ
れ
、
園
は

@
 

除
か
れ
て
衡
山
郡
と
な
っ

た
。

@
 

准
南
王
・

衡
山
王
の
謀
反
事
件
の
取
り
調
べ
は
、
武
帝
の
異
母
弟
謬
東
康
王
寄
、
同
じ
く
異
母
兄
江
都
易
王
非
を
縫
い
だ
そ
の
子
江
都
王
悔

@
 

帝
園
創
業
の
功
臣
の
一
人
陽
陵
景
侯
侍
寛
の
骨
孫
で
陽
陵
侯
を
縫
い
で
い
た
侍
恒
ら
の
諸
侯
王

・
列
侯
に
も
延
引
し
、
そ
の
結
果
は

「
黛
輿
死



者
数
高
畑
」
と
い
う
大
獄
に
な
っ
た
。

大
獄
の
中
心
で
あ
る
准
南
王
安
が
い
か
に
し
て
帝
園
へ
の
反
意
を
決
し
た
か
は
必
ず
し
も
明
か
で
な
い
。

『
史
記
』
巻
一
一
八

「
准
南
王
安

俸
」
は
「
時
時
怨
掌
属
王
死
、
時
欲
畔
逆
」
と
記
す
が
、
「
時
武
帝
方
好
華
文
、
以
安
属
魚
諸
父
、
静
博
善
漏
文
僻
、
甚
傘
重
之
、
:
:
:
ハ中
略
)

:
:
:
毎
宴
見
、
談
説
得
失
及
方
技
賦
煩
、
昏
然
後
罷
」
と
い
う

『漢
書
』
巻
四
四
「
准
南
王
安
俸
」
の
記
述
も
事
買
で
あ
ろ
う
。
『
史
記
』

『
漢
書
』
と
も
、
建
元
二
年
(
前
三
一
九
)
に
入
朝
し
た
准
南
王
を
覇
上
に
迎
え
た
太
尉
田
扮
の
「
方
今
上
無
太
子
、
王
親
高
皇
帝
孫
、
行
仁

義
、
天
下
莫
不
問
、
宮
車
一
目
安
駕
、
非
王
向
誰
立
者
」
と
い
う
言
を
、
准
南
王
の
反
凱
へ
の
決
意
の
重
要
契
機
と
し
て
記
し
て
い
る。

し
か

し
な
が
ら
、
田
扮
が
准
南
王
を
懲
湿
し
た
と
い
う
話
は
、
呂
思
勉
氏
が
十
八
才
の
皇
帝
に
儲
子
が
な
い
こ
と
を
以
て
反
意
を
抱
い
た
と
す
る
の

は
無
理
で
あ
る
と
い
句
、
す
で
に
中
井
積
徳

『
史
記
雌
題
』

巻一

一一
一
も
「
武
安
語
蓋
流
停
非
賞
、
太
史
公
所
謂
被
悪
言
是
也
」
と
す
る
よ
う
に

か
な
り
疑
わ
し
い
。
理
由
は
と
も
あ
れ
事
件
は
明
か
に
帝
園
の
側
に
有
利
に
結
果
し
た
。
文
帝
代
の
買
誼

・
景
帝
代
の
電
錯
の
施
策
か
ら
果
楚

七
園
の
風
を
鰹
て
封
建
諸
侯
の
帝
園
に
射
す
る
力
は
著
し
く
弱
め
ら
れ
た
と
は
い
え
、
武
帝
代
に
入
っ
て
も
主
父
僅
の
「
推
恩
の
令
」
施
行
な
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ど
、
帝
園
の
側
か
ら
す
る
諸
侯
抑
匿
の
努
力
は
績
け
ら
れ
た
。
准
南
王
・
衡
山
王
の
謀
反
事
件
の
庭
理
は
こ
の
努
力
の
最
終
的
な
作
業
と
な
っ

『
漢
書
』
各

一
四
「
諸
侯
王
表
」
に
よ
れ
ば
範
後
に
お
い
て

「左
官
の
律
」

@
 

食
税
租
、
不
興
政
事
」
と
い
う
朕
況
に
至
っ
た
と
い
う
。

Tこ

「附
盆
の
法
」
が
制
定
さ
れ
て
、
こ
の
結
果
「
諸
侯
惟
得
衣

准
南
王
安
は
武
帝
初
年
の
南
方
援
張
政
策
に
反
射
し
た
こ
と
が
あ
る
。
建
元
三
年
(
前

一一一一
八
〉
関
越
が
東
甑
を
包
囲
し
て
、

@
 

東
蹴
が
漢
に
急
を
告
げ
て
き
た
。
太
尉
田
扮
は
「
以
魚
越
人
相
攻
撃
、
其
常
事
、
又
数
反
覆
、

不
足
煩
中
園
往
救
也
、
自
秦
時
棄
不
属
」

と
し

て
こ
れ
を
放
置
し
よ
う
と
し
た
が
、
郡
か
ら
賢
良
に
奉
げ
ら
れ
て
針
策
し
、
武
帝
の
意
に
か
な
い
擢
で
ら
れ
て
中
大
夫
に
な
っ
て
い
た
巌
助

す
な
わ
ち
、

は
、
漢
の
皇
帝
を
中
心
と
す
る
世
界
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
は
直
属
し
た
小
園
の
危
急
を
放
置
で
き
な
い
と
し
て
回
扮
に
反
射
し
た
。
武

帝
は
田
扮
の
意
見
に
従
わ
な
か
っ
た
が
、
即
位
し
た
ば
か
り
で
正
式
に
護
兵
の
符
を
郡
園
に
出
す
こ
と
は
避
け
、

巌
助
に
節
を
授
け
て
曾
稽
の

丘
ハ
を
渡
し
て
東
甑
を
救
う
措
置
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
巌
助
の
兵
が
到
着
し
な
い
う
ち
に
聞
越
は
軍
事
行
動
を
停
止
し
て
引
き
揚
げ
た
。
こ
の
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の
ち
建
元
六
年
(
前
二
二
五
)
に
も
関
越
は
南
越
を
攻
撃
す
る
が
、

@
 

行
王
恢

・
大
佐
八
戸
市
韓
安
園
を
遣
わ
し
て
兵
を
賂
い
て
関
越
を
討
つ
こ
と
に
し
た
。

漢
は
皇
帝
と
の
約
束
を
守
っ
て
設
兵
し
な
か
っ
た
南
越
を
救
う
た
め
に
大

こ
の
と
き
准
南
王
安
は
長
文
の
上
書
を
し
て
武
帝
を
諌
め

る
。
そ
の
内
容
は
越
地
の
民
俗

・
地
形
・
気
候
の
特
殊
性
を
翠
け
、
漢
の
遠
征
、か
秦
帝
園
の
先
例
で
わ
か
る
よ
う
に
圏
内
の
重
大
な
疲
弊
を
も

た
ら
す
こ
と
を
指
摘
し
、
か
つ
外
征
よ
り
え
る
成
果
の
乏
し
レ
こ
と
を
鰐
読
し
て
、

軍
事
行
動
で
は
な
く
徳
を
垂
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
蜜
夷
を

騨
か
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
結
局
、

三
年
前
の
田
扮
と
同
じ
く
越
地
の
紛
争
は
放
置
す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
で
あ
っ
た
。

上
書
が
な
さ
れ
た
と
き
王
依
・

韓
安
閣
は
す
で
に
兵
を
賂
い
て
出
動
し
て
い
た
が
、
現
地
に
到
着
し
な
い
う
ち
に
間
越
王
到
の
弟
蝕
善
が
王
を

殺
し
て
投
降
し
た
。
事
後
、
武
帝
は
上
書
し
た
准
南
王
に
劃
し
て
中
大
夫
厳
助
を
遁
わ
し
て
経
過
を
報
告
さ
せ
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
准
南
王
は

形
ど
お
り
関
越
卒
定
の
こ
と
は
湯
王
の
築
王
を
伐
ち
、
文
王
の
崇
を
伐
っ
た
こ
と
に
も
ま
さ
る
と
し
、

自
己
の

「愚
意
狂
言
」
を
謝
し
た。

越
族
の
内
紛
へ
の
漠
帝
園
の
介
入
は
越
地
に
劃
す
る
帝
園
の
支
配
力
を
伸
張
さ
せ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
越
地
に
近
接
す
る
諸
侯
園
へ
の

中
央
か
ら
の
統
制
の
強
化
を
も
ひ
き
起
す
で
あ
ろ
う
。
文
帝
代
の
賢
誼
以
来
の
系
統
的
諸
侯
抑
匪
政
策
や、

父
属
王
の
み
じ
め
な
死
も
反
意
形
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成
の
背
後
の
候
件
た
り
え
た
ろ
う
が
、
武
帝
の
封
越
地
積
極
政
策
が
よ
り
直
接
的
に
准
南
王
の
反
意
を
固
め
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

建
元
六
年
(
前
二
二
五
)
の
関
越
問
題
の
の
ち
巌
助
は
一
旦
は
自
ら
願
っ
て
郷
里
禽
稽
の
郡
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、

上
計
の
た
め
に
入
京
し

留
っ
て
侍
中
と
な
り
武
帝
に
親
侍
し
た
。
侍
中
巌
助
に
射
し
て
、
来
朝
し
た
准
南
王
は
厚
く
賂
遺
し
て
交
際
論
議
し
た
。
こ
の
こ
と
が
准
南
王

の
謀
反
事
件
設
究
後
は
問
題
と
な
り
、
武
帝
は
罪
は
軽
い
と
み
な
し
た
が
、
廷
尉
張
湯
が
反
劃
し
て
「
以
震
助
出
入
禁
門
、
腹
心
之
臣
、
而
外

3
 

興
諸
侯
交
私
如
此
、
不
読
後
不
可
治
」
と
し
た
た
め
、
巌
助
は
棄
死
の
刑
に
慮
せ
ら
れ
た
。
ま
た
准
南
王
が
招
致
し
た
多
数
の
人
材
の
筆
頭
に

数
え
ら
れ
た
准
南
中
郎
伍
被
は
、
秦
末
の
朕
勢
と
異
な
る
こ
と
や
、
呉
王
棋
の
失
敗
例
を
挙
げ
て
王
を
諌
め
て
い
た
が
、
諌
め
き
れ
ず
に
陰
謀

か
れ
は
事
件
が
設
究
す
る
と
い
ち
は
や
く
吏
に
詣
っ
て
そ
れ
ま
で
の
准
南
王
と
の
謀
議
の
経
過
を
供
述
し
た
。

記
』
巻
一
一
八
「
准
南
衡
山
列
俸
」
及
び
『
漢
書
』
巻
四
五
「
伍
被
俸
」
所
載
の
伍
被
が
准
南
王
を
諌
め
た
言
は
、
伍
被
の
供
述
に
譲
っ
て
い

る
と
み
て
よ
い
.
た
ろ
う
が
、
武
帝
は
そ
れ
が
帝
園
の
美
徳
を
稽
揚
し
て
い
る
こ
と
を
以
て
伍
被
の
死
刑
を
菟
じ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
劃
し
て

に
加
捨
し
た
。
た
だ
し
、

『史
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も
廷
尉
張
湯
は
「
被
首
信
用
王
董
反
計
、
罪
無
赦
」
と
主
張
し
、

迭
に
伍
被
は
諒
さ
れ
て
い
る
。

治
獄
刑
鮮
を
掌
る
廷
尉
張
、湯
が
准
南
王
安
ら
の
反
純
計
劃
に
巌
重
な
態
度
で
臨
ん
だ
の
は
嘗
然
の
こ
と
と
も
い
え
よ
う
が
、

と
く
に
巌
助

・

伍
被
の
南
名
に
糾問
し
て
は
、

「
武
帝
一
四
」
が

武
帝
が
樟
そ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
死
刑
を
主
張
し
て
貫
現
さ
せ
て
い
る
。

王
夫
之

『
讃
遁
鑑
論
』
巻
三

張
湯
獄
を
治
め
て
酷
吏
の
魁
と
震
る
。

市
れ
ど
も
其
の
伍
被
を
諒
す
る
に
決
す
る
は
則
ち
酷
に
は
非
ざ
る
也
。
法
の
允
也
。
被
は
反
覆
傾

危
の
姦
人
、
南
端
を
持
し
て
以
て
摘
を
貿
う
者
也
。
之
を
読
せ
ざ
れ
ば
文
旦
に
漢
廷
に
詑
遇
せ
ら
れ
ん
。
主
父
僅

・
江
充
の
姦
、
被
こ
れ

に
任
じ
て
徐
り
有
り
。
被
の
始
め
安
を
諌
め
る
は
、
果
し
て
安
を
禁
じ
て
反
す
る
勿
か
ら
し
む
る
に
非
ず
。
漢
徳
を
稀
引
す
る
は
他
日
の

菟
脆
の
計
な
る
の
み
。
己
に
し
て
安
の
震
に
反
謀
を
劃
し
、
俄
に
し
て
又
謀
反
の
雌
跡
を
以
て
告
ぐ
。

「宮
中
剤
材
料
」
の
諌

・
「侯
に回宍

心
無
く
、
民
に
怨
気
無
し
」
の
語
は
、
蓋
し
亦
事
後
の
自
陳
、
其
の
死
を
規
救
す
る
の
激
僻
に
し
て
誰
か
興
に
之
を
聴
き
し
ゃ
。
人
と
謀

逆
し
て
又
首
告
す
、
縦
し
舎
き
て
読
す
る
な
く
ん
ば
、
則
ち
議
賊
相
い
腫
ぎ
、
範
は
得
て
萌
む
べ
か
ら
ず
。
故
に
湯
の
法
を
持
す
る
は
過

に
非
ず
、
而
し
て
被
の
珠
死
は
允
に
宜
な
る
也
。
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と
い
う
よ
う
に
、
嘗
を
失
し
た
慮
置
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
巌
助
の
場
合
は
伍
被
と
同
断
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
朱
買
臣

・
吾
丘
蕎
王

・
司
馬
相
如

・
主
父
僅

・
徐
祭

・
巌
安

・
東
方
朔

・
枚
泉

・
謬
倉

・
終
軍

・
巌
葱
奇
ら
近
侍
の
臣
の

う
ち
で

@
 

も
、
巌
助
は
最
も
武
帝
に
任
用
さ
れ
て
そ
の
信
頼
は
厚
か
っ
た
と
い
う
。

張
湯
が
武
帝
の
聖
明
を
稽
揚
し
、
自
己
の
剣
断
を
そ
れ
に
従
属
さ
せ
る
形
式
を
と
り
つ
つ
武
帝
の
信
任
を
獲
得
し
た
こ
と
は
す
で
に
み
た。

皇
帝
の
裁
断
と
い
う
擢
威
に
奔
脆
す
る
形
式
を
踏
み
つ

つ
、
自
己
の
官
僚
と
し
て
の
力
能
を
護
揮
し
て
ゆ
く
張
湯
に
と
っ
て
は
、
皇
帝
に
封
す

る
諸
侯
の
反
凱
の
企
園
は
嘗
然
弾
匪
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
関
係
者
に
射
す
る
鹿
罪
の
主
張
が
皇
帝
個
人
の
意
志
よ
り
も
さ
ら
に
苛
酷

に
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
首
鼠
雨
端
を
持
し
た
伍
被
に
劃
し
て
は
と
も
か
く
、
巌
助
に
劃
す
る
慮
遇
は
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別
種
の
問
題
を
含
ん
で
い
た
と
み
ら
れ
る。

す
な
わ
ち
、

紹
封
者
と
し
て
の
武
帝
に
互
に
臣
従
し
奉
仕
す
る
者
同
志
の
、
失
脚
さ
せ
ね
ば
な
ら
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「張
湯
俸
」
が
、
伍
被
・
巌
助
を
武
帝
が
赦
そ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
張
湯

が
あ
え
て
重
刑
を
主
張
し
て
許
可
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
に
「
其
治
獄
所
巧
排
大
臣
自
以
魚
功
、

多
此
類
」
と
記
す
の
は
、

絶
針
的
権
力

ぬ
競
争
相
手
に
到
す
る
慮
遇
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

者
の
存
在
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
の
下
の
官
界
に
お
い
て
自
己
を
貫
徹
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
如
何
に
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
示
し

て
い
よ
う
。
の
ち
に
巌
助
の
か
つ
て
の
同
僚
朱
買
臣
は
張
湯
を
失
脚
自
殺
へ
と
追
い
つ
め
る
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
が
、
と
も
あ
れ
、

廷
尉
時

代
最
後
の
張
湯
は
准
南
王
安
ら
の
反
飢
計
劃
を
治
し
て
、
諸
侯
抑
匪
鐙
制
の
最
終
的
完
成
に
力
を
貸
す
と
と
も
に
、

有
力
な
寵
臣
を
陥
れ
て

「
鉱
是
盆
傘
任
、
遺
御
史
大
夫
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四

御
史
大
夫
時
代

張
湯
が
御
史
大
夫
に
遭
っ
た
の
は

『
史
記
』
巻
一一一一

「
漢
興
以
来
賂
相
名
臣
年
表
」

に
よ
れ
ば
元
狩
二
年
(
前

一
二
乙
で
あ
る
。

一方、
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『
漢
書
』
巻
一
九
下
「
百
官
公
卿
表
下
」
は
元
狩
三
年
(
前

二一
O
〉
の
欄
に

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
王
念
孫

『
讃
書
雑
志
』
四
「
漢
書
三
」
が
「
此
十
九
字
、
嘗
在
二
年
下
、

不
得
遅
至
三
年
也
」
と
い
う
よ
う
に
、

元
狩
二
年
の
欄
に
あ
る
べ
き
も
の
が
誤
っ
て

一
年
ず
れ
た
と
考
え
ら
れ

「
三
月
壬
辰
、
廷
尉
張
湯
篤
御
史
大
夫
、
六
年
有
罪
自
殺
」
と

二
年
三
月
壬
辰
御
史
大
夫
李
察
魚
丞
相
、
而

張
湯
即
以
是
日
矯
御
史
大
夫
、

る
。
元
狩
二
年
の
欄
を
み
る
と
、
三
月
戊
寅
丞
相
公
孫
弘
が
亮
じ
、
十
四
日
後
の
三
月
壬
辰
に
は
御
史
大
夫
李
察
が
丞
相
の
地
位
に
升
っ
て
い

@
 

る
。
廷
尉
張
湯
が
同
日
李
奈
の
後
を
襲
っ
て
御
史
大
夫
と
な
っ
た
と
す
る
王
念
孫
の
読
は
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

「
張
湯
侍
」
は
か
れ
が
御
史
大
夫
に
就
任
し
た
こ
と
に
績
け
て
「
舎
浬
邪
等
降
漢
、
大
興
丘
ハ
伐
旬
奴
、
山
東
水
早
、
貧
民
流
従
、
皆
卯
給
豚

官
、
鯨
官
空
虚
」
と
記
す
。
海
邪
王
の
来
降
は
『
漢
書
』
巻
六

「武
帝
紀
」

に
よ
れ
ば
元
狩
二
年
(
前
=
二
〉
の
秋
で
あ
り
、

翌
竺
克
狩
四

年
(
前

二
九
)
に
は
大
将
軍
街
青
が
定
襲
よ
り
、

し
、
こ
れ
ら
の
後
に
は
数
十
寓
の
歩
兵
が
績
い
た
。

三
年
ハ
前
一
一
一
O
〉
の
こ
と
と
し
て
「
山
東
被
水
災
、

票
騎
将
軍
塞
去
病
が
代
よ
り
お
の
お
の
五
蔦
騎
を
率
い
て
旬
奴
畢
子
を
討
つ
た
め
に
出
撃

『
漢
書
』
巻
二
四
下
「
食
貨
志
下
」
は
海
邪
王
来
降
の
翌
年
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
元
狩

民
多
飢
乏
、
於
是
天
子
遣
使
虚
郡
園
倉
康
以
振
貧
、
猶
不
足
、

又
募
豪
富
人
相
恒
貸
」



と
記
す
が
、
こ
れ
は
「
武
帝
紀
」
元
狩
三
年
秋
の
僚
に
「
遁
謁
者
動
有
水
災
郡
種
宿
妻
、
奉
吏
民
能
恒
貸
貧
民
者
、
以
名
聞
」
と
あ
る
の
に
鈴

鹿
す
る
。
し
か
も
こ
の
秋
の
宿
褒
播
種
の
奨
励
・
力
あ
る
吏
民
の
貧
者
へ
の
憶
し
付
け
策
で
は
如
何
ほ
ど
の
窮
民
も
救
え
な
か

っ
た
ら
し
く

年
が
改
ま
っ
た
四
年
多
の
こ
と
と
し
て

「有
司
言
闘
東
貧
民
徒
臨
西
・
北
地
・
西
河
・
上
郡
・
曾
稽
九
七
十
二
高
五
千
口
、
鯨
官
衣
食
振
業
、

用
度
不
足
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
御
史
大
夫
に
就
任
し
た
張
湯
を
ま
ち
う
け
て
い
た
の
は
右
の
よ
う
な
紋
況
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
旬
奴
へ
の
大

規
模
な
出
兵
と
山
東
の
大
水
災
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
園
家
財
政
の
窮
乏
を
打
開
す
る
責
務
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。

「
魚
人
在
下
中
、
名
護
出
贋
下
遠
甚
」

と
い
わ
れ
る
人
物
で
あ
り
、
元
狩
五
年
ハ
前

二

八
)

@
 

に
は
景
帝
の
陽
陵
の
塙
地
を
侵
奪
し
た
こ
と
に
坐
し
て
下
獄
自
殺
し
て
い
る
。
李
察
の
後
を
襲
っ
た
荘
車内
翠
も
陶
車
問

・
劉
合
・
許
昌
・
態
調
停

・

@
 

越
周
と
一
括
さ
れ
て
「
魚
丞
相
備
員
而
己
、
無
所
能
護
明
功
名
著
於
世
者
」
と
さ
れ
る
者
の
一
人
と
し
て
名
を
列
ね
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
御

史
大
夫
と
し
て
の
張
湯
は
「
毎
朝
奏
事
、
語
圏
家
用
、
日
肝
、
天
子
忘
食
、
丞
相
取
充
位
、
天
下
事
皆
決
湯
」
と
あ
る
よ
う
に
、
官
僚
中
の
最

大
の
買
力
者
と
し
て
武
帝
を
輔
佐
し
た
の
で
あ
る
。

丞
相
李
奈
は
前
終
軍
李
農
の
従
弟
で
あ
る
が
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「
張
湯
俸
」
は
上
述
の
封
旬
奴
戦
・
山
東
の
水
災
に
よ
る
財
政
窮
乏
の
朕
況
の
紋
述
に
績
け
て
「
湯
承
上
指
、
請
造
白
金
及
五
妹
鏡
、

寵
天

下
盟
鏡
、
排
富
商
大
買
、
出
告
絹
令
、
鎧
豪
彊
弁
粂
之
家
、

舞
文
巧
託
、
以
輔
法
」
と
記
す
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
財
政
々
策
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

@
 

い
て
は
『
漢
書』

巻
二
四
下
「
食
貨
志
下
」
に
や
や
詳
し
い
記
述

A

か
あ
る
。
そ
の
な
か
で
白
金
及
五
妹
銭
の
新
造
に

開
し
て
は
元
狩
三
年
の

@
 

項
に
「
天
子
興
公
卿
議
、
更
造
銭
幣
以
瀦
用
」
と
あ
っ
て
個
人
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
公
卿
の
う
ち
に
お
い
て
張
湯
が
指
導
的
役
割
を
果

つ
い
で
所
謂
瞳
織
の
園
家
専
買
策
に
闘
し
て
は
、
元
狩
三
年
の
項
に
「
以
東
郭
威
陽

・

孔
僅
震
大
農
丞
、
領
盟
鎮
事
、
市
桑
弘
羊
貴
幸
、
威
陽
斉
之
大
額
盟
、
孔
僅
南
陽
大
治
、

皆
致
産
累
千
金
、
故
郷
首
時
準
言
之
、
弘
羊
洛
陽
買

人
之
子
、
以
心
計
年
十
三
侍
中
、
故
三
人
言
利
事
、
析
秋
豪
失
」

と
い
い
、
翌
元
狩
四
年
に
は
東
郭
威
陽

・
孔
僅
が
盟
鍬
事
費
制
に

つ
い
て
具

@
 

帥
匝
策
を
上
言
し
て
う
け
入
れ
ら
れ
、
武
帝
は
「
使
僅
・

威
陽
乗
俸
奉
行
天
下
盟
織
、
作
官
府
」
と
い
う
。
東
郭
威
陽
・

孔
僅
を
大
農
丞
に
と
り

@
 

ま
で
十
二
年
間
大
農
令
の
地
位
に
あ
っ
た
。

た
し
た
こ
と
を
推
測
す
る
の
は
不
嘗
で
は
あ
る
ま
い
。
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立
て
て
盟
織
の
事
を
掌
ら
せ
た
鄭
嘗
時
は
元
光
五
年
(
前
二
一O〉

か
ら
元
狩
四
年
(
前

二

九
)



224 

よ
く
人
材
を
推
撃
す
る
と
の
器
を
え
て
い
た
が
、

い
う
べ
き
で
あ
り
、
元
狩
三

・
四
年
か
ら
採
用
さ
れ
る

一
連
の
新
財
政
政
策
に
封
し
て
は
東
郭
威
陽

・
孔
僅
と
い
う
堕
鯨
幕
貰
策
の
責
務
搭
嘗

骨
や

者
を
見
出
し
、
推
拳
し
た
こ
と
に
止
る
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
告
網
令
に
閲
し
て
は

「
黄
老
の
吾一口」

を
好
ん
だ
と
い
う
か
ら
武
帝
代
の
官
僚
と
し
て
は
奮
い
型
に
属
し
て
い
た
と

天
下
、
中
家
以
上
大
足
皆
遇
告
」
と
あ
る
。
如
淳
は
こ
れ
に
注
し
て
「
告
網
令
楊
可
所
告
言
也
」
と
す
る
が
、

『
漢
書
』

巻
二
四
下

「
食
貨
志
下」

「此
読
非
也
、
楊
可
援
令
而
設

t主

「楊
可
告
絹
偏

動
之
、
故
天
下
皆
被
告
」
と
い
う
顔
師
古
の
見
解
を
正
し
い
と
す
べ
き
で
あ
る
。

園
家
財
政
の
窮
乏
を
打
開
す
る
た
め
の
方
策
を
求
め
る
武
帝
の
意
向
に
雁
じ
て
皮
幣

・
白
金

・
五
妹
銭
の
新

造
、
腫
鯨
専
賀
制

・
告
絹
制
の
貫
施
と
い
う
新
し
い
財
政
政
策
が
御
史
大
夫
張
湯
の
主
導
下
に
構
想
さ
れ
、
東
郭
威
陽

・
孔
僅

・
楊
可

・
桑
弘

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と、

羊
ら
は
そ
の
も
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
任
務
を
分
措
す
る
買
務
的
人
材
と
し
て
出
現
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
武
帝
代
の
新
財
政
政
策
に
開

す
る
張
湯
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
影
山
剛
氏
が
こ
れ
を
詳
細
に
論
じ
明
か
に
し
て
い
る
。
氏
は
行
論
の
う
ち
で
、
何
熔

『義
門
讃
書
記』

「
前
漢
書
第
四
巻
」
が
「
按
盟
鍛
出
於
宏
羊
、
告
網
出
於
楊
可
、
然
非
情
湯
不
能
取
信
於
天
子
、

以
酷
虐
助
市
成
之
、
故
悪
皆
蹄
之
湯
」
と
述
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そ
の
「
理
解
は
正
確
と
言
え
ず
、
張
湯
の
役
割
は
極
め
て
積
極
的
で
よ
り
主
位
的
か
つ
強
力
な
指
導
性
に
あ
っ

た

⑩
 

と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
特
に
盟
鍛
は
宏
羊

に
出
づ
と
い
う
解
樟
は
明
ら
か
に
誤
謬
で
あ
る
」
と
断
じ
て
い
る
。

べ
て
い
る
の
に
関
連
し
て
、

御
史
大
夫
張
湯
主
導
の
財
政
窮
乏
打
聞
を
目
的
と
す
る
新
政
策
の
施
行
に
あ
た
っ
て
は
、

一
群
の
「
酷
吏
」
た
ち
の
活
躍
が
そ
の
支
え
に
な

っ
た
。
と
も
に

『
史
記
』
巻
一

一一一一

「
酷
吏
列
侍
L

元
封
元
年
(
前

二

O
)
に
御
史
中
丞
か
ら
左
内
史
に
な
っ
た
威
宣
と
同

⑬

9

@

 

二
年
に
御
史
中
丞
か
ら
廷
尉
に
な
っ
た
杜
周
に
閲
し
て
「
(
威
宣
)
魚
御
史
及
中
丞
者
幾
二
十
歳
」
「
(
杜
周
〉
興
滅
宜
更
震
中
丞
者
十
除
歳
」

と

に
録
せ
ら
れ
、

い
う
が
、
こ
の
雨
酷
吏
が
こ
も
ご
も
御
史
中
丞
を
勤
め
た
十
齢
年
聞
の
う
ち
の
前
牢
期
は
張
湯
が
御
史
大
夫
で
あ
っ

た
時
期
な
の
で
あ
る
。

杜

周
は
南
陽
杜
筒
の
人
、
酷
吏
義
縦
が
南
陽
太
守
と
な
っ
た
と
き
に
そ
の
爪
牙
と
な
り
、

義
縦
の
推
薦
で
張
湯
廷
尉
時
期
の
廷
尉
史
と
な
っ
た
。

そ
の
の
ち
上
述
の
よ
う
に
御
史
中
丞
を
経
て
廷
尉
と
な
っ
た
が
、

「其
治
大
抵
放
張
湯
、
而
善
候
伺
、

上
所
欲
横
者
、
因
而
陥
之
、

上
所
欲
棒
、

久
繋
待
問
而
徽
見
其
克
獄
、
客
有
謂
周
回
『
君
魚
天
下
決
卒
、
不
循
三
尺
法
、
専
以
人
主
意
指
魚
獄
、
獄
者
国
如
是
乎
』
、
周
回

『三
尺
安
出
哉
、



前
主
所
是
著
矯
律
、
後
主
所
是
疏
魚
令
、
嘗
時
震
是
、
何
古
之
法
乎
』
」
と
い
う
姿
勢
で
獄
を
治
め
た
と
い
う
。
こ
こ
に
お
け
る
杜
周
と
客
と
の

問
答
か
ら
、
杜
周
が
法
を
客
観
的
定
在
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
君
主
武
帝
の
意
志
と
し
て
了
解
し
、
そ
れ
に
忠
買
で
あ
る
こ
と
を
意
識
的

な
ら

に
遂
行
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
態
度
は
「
張
湯
に
放
う
」
と
い
う
か
ら
ま
た
張
湯
の
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
威
宣

は
河
東
楊
の
人
、
郡
の
属
吏
か
ら
衛
将
軍
時
代
の
衛
青
に
見
出
さ
れ
て
大
厩
丞
と
な
り
、
さ
ら
に
御
史
・
御
史
中
丞
と
進
ん
だ
。
そ
の
こ
ろ
主

@
 

父
僅
の
陰
事
と
准
南
王
安
の
反
飢
計
劃
を
取
り
調
べ
た
が
、
細
か
な
法
の
候
文
に
ひ
っ
か
け
て
重
罪
に
陥
れ
、
多
く
の
者
を
殺
し
た
と
い
う
。

そ
の
ほ
か
「
酷
吏
俸
」
に
列
せ
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
、

か
つ
て
は
廷
尉
史
と
し
て
張
湯
に
仕
え
御
史
に
も
な

っ
た
王
温
告
は
、

元
狩
四
年
(
前

二
九
)
に
中
尉
に
な
り
、
同
年
に
右
内
史
と
な
っ
た
義
縦
と
と
も
に
「
禽
更
五
妹
鏡
白
金
起
、
民
鶏
姦
、
京
師
尤
甚
」
と
い
う
扶
況
の
も
と

で
蝶
腕
を
揮
っ
た
。
ま
た
弔
ア
費
は
東
郡
荏
卒
の
人
、
万
筆
の
吏
か
ら
身
を
起
し
て
御
史
に
至
っ
た
が
、
張
湯
に
仕
え
て
し
ば
し
ば
そ
の
廉
を
稽

@
 

せ
ら
れ
閥
都
尉
を
鰹
て
張
湯
失
脚
後
の
元
鼎
三
年
(
前
二
四
)
中
尉
に
な
っ
て
い
る
。

『
漢
書
』
巻
二
四
下
「
食
貨
志
下
」
が

「
御
史
大
夫
張
湯
方
貴
用
事
、

減
宣
・
杜
周
等
震
中
丞
、

義
縦

・
早
ア
膏
・
王
温
箭
等
用
急
刻
矯
九
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卿
、
直
指
夏
蘭
之
腐
始
出
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
新
し
い
財
政
政
策
の
寅
施
が
有
能
な
酷
吏
に
よ

っ
て
司
法
取
り
締
り
の
面
か
ら
補
助
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
大
農
令
顔
異
が

「
腹
比
の
法
比
」
に
よ
っ
て
諒
さ
れ
た
の
も
、
楊
可
の
告
絹
天
下
に
偏
く
し
て
中
家
以
上
大

@
 

丘
皆
な
告
に
遇
う
と
い
う
賦
況
の
な
か
で
「
杜
周
治
之
、
獄
少
反
者
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
罪
の
減
軽
が
少
な
か
っ
た
の
も
、
告
絹
制
が
民
を

凱
す
と
し
て
そ
の
施
行
を
妨
げ
た
た
め
に
酷
吏
義
縦
自
身
が
「
慶
格
温
事
」
の
か
ど
で
棄
市
さ
れ
た
の
も
、

い
ず
れ
も
張
湯
の
主
導
し
た
新
政

策
の
推
進
の
た
め
に
は
苛
酷
な
法
制
上
の
弾
匪

・
取
り
締
り
が
随
伴
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
『
漢
書』

の

「食
貨

志
下
」
あ
る
い
は
そ
の
も
と
に
な
っ
て
い
る

『
史
記
』
巻
三

O
「
卒
準
書
」
の
記
述
を
た
ど
れ
ば
お
の
ず
か
ら
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
王
鳴
盛
『
十
七
史
商
権
』
巻

一
二
「
漢
書
六
」
の
「
張
湯
孔
僅
桑
弘
羊
」
の
項
が

桑
・
孔
利
を
牟
れ
ど
も
、
湯
の
深
文
巧
法
な
か
り
せ
ば
、

其
の
策
は
行
な
わ
れ
る
能
わ
ず
。
人
桑

・
孔
の
小
人
な
る
を
知
れ
ど
も
、
湯
の
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賛
霊
且
居
多
な
る
を
知
ら
ず
。
告
絹
の
比
は
皆
な
湯
の
定
め
る
所
に
し
て
志
中
尤
も
湯
を
罪
し
、
桑

・
孔
よ
り
も
一
等
を
加
う
。
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と
し
て
い
る
の
は
安
嘗
な
見
解
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五

張

湯

の

最

期

『漢
書
』
巻
六
「
武
帝
紀
」
の
元
鼎
二
年
(
前
二
五
)
の
僚
に
「
多
十
一
月
、

御
史
大
夫
張
湯
有
罪
、

自
殺
、
十
二
日
、

丞
相
主
円
程
下
獄

死
」
と
あ
り
「
食
貨
志
下
」
は
「
湯
死
而
民
不
思
」
と
と
く
に
民
間
に
お
け
る
反
磨
を
記
す
e

「張
湯
俸
」

は
比
較
的
詳
細
に
張
湯
の
失
脚
と
死
に
至
る
経
過
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
盟
鍛
専
買
制
の
施
行
に

不
満
を
も
っ

一
諸
侯
王
の
劃
策
が
張
湯
を
失
脚
さ
せ
る

一
因
子
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
張
湯
停
」
に

「趨
園
以
冶
銭
負
業
、
王

数
訟
鍛
官
事
、

湯
常
排
趨
王
」
と
い
う
。
こ
の
越
王
は
景
帝
の
子
で
景
帝
の
前
二
年
(
前

一
五
五
)
贋
川
王
に
立
て
ら
れ
、

四
年
後
に
越
地
に

移
封
さ
れ
た
越
敬
粛
王
彰
組
で
あ
り
、

主
父
僅
を
失
脚
さ
せ
る
さ
い
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が、

『
漢
書
』

巻
五
三
「
景
十
三
王
侍」
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中
に
俸
を
有
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

か
れ
は
「
震
人
巧
佐
、
卑
詰
足
共
、
而
心
刻
深
、
好
法
律
、
持
詑
縛
以
中
人
」
と
い
う
人
柄
で
あ
り
、

王
園
統
治
の
た
め
に
中
央
か
ら
汲
遣
さ
れ
て
く
る
相
二
千
石
に
封
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
弱
貼
を
握
っ
て
こ
れ
を
脅
迫
し
、
聴
か
な
け
れ
ば
「
乃

上
書
告
之
、
及
汗
以
姦
利
事
」
と
い
う
手
段
に
出
、
そ
の
た
め
王
園
の
相
二
千
石
で
二
年
以
上
職
に
在
っ
た
者
は
な
く
、
い
ず
れ
も
陥
れ
ら
れ

く
る
行
政
官
を
萎
縮
さ
せ
つ
つ
、

て
官
を
去
り
、
重
い
者
は
死
刑
に
な
り
、
軽
い
者
も
そ
れ
ぞ
れ
罰
を
受
け
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
中
央
か
ら
涯
遣
さ
れ
て

「
越
王
撞
擢
、
使
使
卸
豚
魚
買
人
権
舎
、
入
多
於
園
租
税
」
と
い
う
献
態
を
つ
く
り
出
し
て
い
た
と
い
う
。

「
卸
価
開
局
買
人
権
舎
」
に
閲
し
て
、
『
漢
書
』

巻
五
三
「
景
十
三
王
停
」
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
『
史
記
』
巻
五
九
「
五
宗
世
家
」
の
「
集
解
」

は
「
卒
曾
雨
家
買
賀
之
賢
也
、
椛
者
禁
他
家
、
濁
王
家
得
魚
之
」
と
い
う
掌
昭
の
設
を
引
き
、
「
索
隠
」
は

「
謂
潟
買
人
専
権
買
賀
之
買
、
倍

以
取
利
、
若
今
之
和
市
失
」
と
い
う
。

顔
師
古
は
掌
昭
説
を
録
し
た
あ
と
に
「
卸
就
也
、
就
諸
豚
市
専
権
買
人
之
舎
、
若
今
和
市
矢
」

と
注

す
。
本
文
及
び
こ
れ
ら
の
注
解
に
よ
れ
ば
、
趨
王
家
は
趨
圏
内
各
鯨
に
お
け
る
商
買
の
貰
買
に
さ
い
し
て
仲
介
・
斡
旋
を
名
目
と
し
て
金
銭
を

徴
牧
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
さ
い
「
張
湯
傍
」
に
「
越
園
以
冶
祭
負
業
」
と
い

い

、

「

貨

殖

俸

」

で

も

「
郡
部

『
漢
書
』
巻
九

一



郭
縦
以
鋳
冶
成
業
、
輿
王
者
埼
富」

と
か
「
萄
卓
氏
之
先
趨
人
也
、
用
鍛
冶
富
」
と
レ
う
よ
う
に
越
地
が
戦
園
期
以
来
の
産
織
の
地
で
あ
っ

た

こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
前
漢
卒
帝
の
元
始
二
年

(
二
)
の
朕
態
に
も
と
づ
く
『
漢
書
』
巻
二
八
「
地
理
志
」
に
よ
れ
ば
、

組
圏
内

の
師
郡

・
易
陽

・
柏
人
・
裏
園
の
四
勝
い
ず
れ
に
も
鍛
官
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
趨
王
彰
租
が
「
数
訟
織
官
事
」
と
あ
る
の
を

み
る
と
、
「
地
理
志
」
の
趨
園
の
僚
に
戴
官
に
閲
し
て
股
漏
が
あ
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
織
官
設
置
の
嘗
初
に
お
い
て
は
趨
圏
内
に
も
織
官

が
置
か
れ
て
い
た
が
、
元
始
二
年
ま
で
の
ど
こ
か
の
時
貼
で
蔵
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
餓
官
設
置
の
嘗
初
に
は

越
圏
内
に
鍛
官
が
存
在
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
製
織
業
の
盛
ん
で
あ
っ
た
越
圏
内
の
貨
物
の
買
買
に
お
い
て
銭
製
品
の
そ
れ
も
み
す
ご
し
え

な
い
額
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
に
介
入
す
る
趨
王
の
利
盆
も
少
く
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
帝
園
に
よ
る
盟
餓
専
買
制
施
行

の
一
環
と
し
て
趨
圏
内
に
も
鯨
官
が
設
置
さ
れ
て
越
王
は
こ
の
利
盆
を
失
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

利
盆
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
越
王
は
圏
内

の
鍛
官
の
不
都
合
を
い
い
た
て
、
専
頁
制
貫
施
以
前
の
よ
う
に
自
己
に
有
利
な
朕
態
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
れ
は
御
史
大
夫
張
湯
に
よ

っ
て
質
現
し
な
い
。
だ
が
執
助
な
越
王
は
張
湯
を
陥
れ
る
に
足
る
陰
事
を
求
め
、
張
湯
と
そ
の
属
吏
魯
謁
居
と
の
異
常
に
親
密
な
開
係
を
上
書
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す
る
。か

つ
て
張
湯
と
隙
あ
っ
た
御
史
中
丞
李
文
が
自
分
の
握
っ
た
書
類
の
な
か
か
ら
材
料
を
捜
し
出
し
て
張
湯
を
陥
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
き
、

ぎ
ゃ
く
に
人
を
つ
か
っ
て
李
文
を
密
告
さ
せ
て
張
湯
を
救
っ
た
の
が
魯
謂
居
で
あ
っ
た
。
密
告
さ
れ
た
李
文
は
張
湯
の
審
理
に
付
さ
れ
、
張
湯

は
こ
れ
を
死
刑
に
し
て
暗
闘
に
勝
利
し
た
。
趨
王
彰
粗
の
上
書
の
さ
い
す
で
に
魯
謁
居
は
病
死
し
て
い
た
が
、
そ
の
弟
が
逮
捕
さ
れ
、
事
の
審

理
は
酷
吏
威
宣
に
付
さ
れ
た
。
威
宣
も
か
つ
て
張
湯
と
隙
あ
り
、
事
態
の
徹
底
糾
明
を
め
ざ
し
た
。

戚
宣
が
審
理
の
結
果
を
ま
だ
上
奏
し
な
い
で
い
る
う
ち
に
も
う
一
つ
張
湯
に
不
利
な
事
が
起
る
。
文
帝
陵
の
痩
銭
が
盗
掘
さ
れ
、
そ
の
責
任

を
め
ぐ
っ
て
丞
相
荘
青
程
と
御
史
大
夫
張
湯
と
の
聞
に
封
立
が
生
じ
た
こ
と
が
護
端
で
あ
っ

た
。
は
じ
め
荘
車円
程
と
張
湯
は
入
朝
に
さ
い
し
て

共
に
武
帝
に
こ
の
こ
と
を
謝
す
る
約
束
を
し
た
が
、
帝
前
に
至
っ
て
張
湯
は
四
季
ご
と
に
帝
陵
を
巡
察
す
る
の
は
丞
相
の
職
務
ゆ
え
丞
相
は
謝
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す
べ
き
だ
が
、
御
史
大
夫
は
関
わ
り
が
な
い
と
思
い
直
し
て
謝
さ
な
か
っ
た
。
謝
し
た
丞
相
は
御
史
の
審
理
に
付
さ
れ
た
が
、
御
史
大
夫
張
湯
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は
「
見
知
の
法
」
を
遁
用
し
よ
う
と
し
た
。
丞
相
は
こ
れ
を
憂
慮
す
る
が
、
朱
買
臣

・
王
朝

・
進
通
の
三
人
の
丞
相
長
史
は
攻
勢
に
出
て
張
湯

を
陥
れ
る
こ
と
を
決
心
す
る
。

『漢
書』

径
六
四
上
「
朱
買
巨
体
」
は
丞
相
長
史
朱
買
臣
と
御
史
大
夫
張
湯
と
の
関
係
を
そ
の
過
去
も
含
め
て

「
始
買
臣
興
巌
助
倶
侍
中
、
貴
用
事
、

湯
向
矯
小
吏
、

趨
走
買
臣
等
前
、

後
湯
以
廷
尉
治
准
南
獄
、

排
陥
巌
助
、
買
臣
怨
湯
、
及
買
臣
魚
長

史
、
湯
数
行
丞
相
事
、
知
買
臣
素
貴
、
故
陵
折
之
、
買
臣
見
湯
、
坐
林
上
弗
帰
艦
、
買
臣
深
怨
、
常
欲
死
之
」
と
記
す
。
王
朝

・
透
通
も
そ
れ

ぞ
れ
右
内
史
・
済
南
相
の
官
歴
を
有
し
、
朱
買
臣
と
同
様
か
つ
て
は
張
湯
の
右
に
あ
り
な
が
ら
い
ま
は
こ
れ
に
瞳
を
屈
し
陵
折
さ
れ
る
怨
み
を

抱
い
て
い
た
。
三
人
は
張
湯
の
翠
ど
事
の
誼
人
と
し
て
田
信
な
る
者
を
捕
え
、
張
湯
が
政
策
の
上
奏
に
先
立
っ

て
内
容
を
田
信
に
漏
ら
し
て
関
連

物
資
を
先
買
い
さ
せ
、
得
た
利
金
を
二
人
で
分
け
て
い
た
こ
と
そ
の
他
の
供
述
を
か
え
る
。

田
信
か
ら
の
供
述
が
武
帝
の
耳
に
達
し
た
こ
ろ
、
威
宣
に
よ
る
審
理
結
果
も
上
奏
さ
れ
、
武
帝
の
張
湯
に
劃
す
る
信
頼
は
失
な
わ
れ
た
。
八

人
の
使
者
が
遣
わ
さ
れ
書
類
に
も
と
‘つ
い
て
張
湯
の
取
り
調
べ
が
な
さ
れ
た
が
、
か
れ
は
事
買
無
根
を
い
っ
て
承
服
し
な
い
。
武
帝
は
か
つ
て

っ
て
張
湯
は
「
湯
無
尺
寸
之
功
、
起
刀
筆
吏
、
陛
下
幸
致
位
三
公
、
無
以
塞
責
、
然
謀
陥
湯
者
三
長
史
也
」
と
い
う
皇
帝
へ
の
謝
罪
の
蓄
を
残
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張
湯
が
兄
事
し
た
越
馬
に
さ
ら
に
張
湯
追
及
の
役
を
負
わ
せ
る
。
越
百
円
は
張
湯
の
過
去
の
酷
治
を
挙
げ
て
そ
の
究
悟
を
う
な
が
す
。

こ
れ
に
よ

し
て
自
殺
す
る
こ
と
に
な
る
。
死
後
の
家
産
は
五
百
金
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
と
て
も
み
な
俸
株

・
下
賜
の
も
の
で
あ
り
、
ほ
か
に
蓄
え
は
な
か
っ

た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
と
葬
儀
に
閲
す
る
そ
の
母
の
気
丈
な
態
度
が
武
帝
の
改
心
を
も
た
ら
し
、
三
丞
相
長
史
は
訴
殺
さ
れ
、
丞
相
荘
青
穫
は

自
殺
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
張
湯
の
子
張
安
世
の
昇
進
も
張
湯
を
自
殺
さ
せ
た
こ
と
を
惜
し
ん
で
の
慮
置
で
あ
る
と
い
う
。

こ
れ
で
酷
吏
張
湯
の
生
涯
を
た
ど
り
終
え
た
。

か
れ
は
万
筆
の
吏
か
ら
身
を
起
し
、
武
帝
の
外
戚
に
依
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
祭
達
へ
の
契

機
を
つ
か
み
、
成
長
し
て
き
た
武
帝
が
名
賀
と
も
に
専
制
君
主
と
し
て
封
外

・
封
内
の
政
策
に
改
革
を
断
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
き

に
そ
の
要
請
に
腔
え
て
中
央
官
僚
と
し
て
活
躍
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
専
制
君
主
の
下
に
お
い
て
常
に
愛
顧
信
臓
の
臣
で
あ
る
た
め
に
は
、
他

の
臣
僚
と
競
争
し
つ
つ
上
か
ら
の
繋
索
を
握
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
張
湯
も
こ
の
た
め
に
巌
助
を
陥
れ
、

李
文
を
刑
死
さ
せ
て
己
れ
の
地
位

を
進
め
保
持
し
て
き
た
が
、
最
後
に
は
競
争
者
の
同
様
な
所
粛
に
よ
っ
て
破
滅
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
組
制
到
的
な
権
力
を
握
る
武
帝
の
専
制



支
配
の
下
に
お
い
て
陰
謀
と
密
告
は
不
可
避
一
般
の
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
官
僚
相
互
の
間
だ
け
で
な
く
、
諸
侯
の
中
央
政
府
の
施
策
に
劃
す

る
抵
抗
も
帝
園
官
僚
を
失
陥
さ
せ
る
落
し
穴
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
越
敬
粛
王
彰
組
の
盟
鉱
専
貰
制
施
行
に
制
到
す
る
不
満
も
張
湯
を
失
脚
さ

せ
る
一
因
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
張
湯
は
武
帝
の
功
業
を
補
佐
す
る
臣
と
し
て
登
場
し
、
活
躍
し
、
そ
こ
か
ら
継
起
す
る
嘗
然
に
近
い
死
を
迎

え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

註①
宇
都
宮
清
士
口
「
西
漢
の
首
都
長
安
」
(
同
氏
者
「
漢
代
枇
曾
経
済
史
研

究
』
一

九
五
五
年
弘
文
堂
刊
所
収
)

②
た
と
え
ば
『
漢
書
』
各
八
「
宣
帝
記
」
の
元
康
元
年
(
前
六
五
)
の
係

の
社
陵
造
営
に
闘
す
る
記
事
に
は
「
徒
丞
相

・
帥柑寧

・
列
侯
・

吏
二
千
石

・
醤
百
高
者
杜
陵
」
と
い
う
が
、

『
漢
書
』
倉
一

九
上
「
百
官
公
卿
表
上
」

の
「
豚
令
長
」
の
僚
に
よ
れ
ば
、
感
丞
の
秩
は
四
百
石
か
ら
二
百
石
で
あ

る。
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③
『
漢
書
』

谷
九
三
「
石
頼
傍
」
参
照
。

④
『
漢
書
』
倉
一
一
一
六
「
劉
向
停
」
参
照
。

⑤
『
漢
書
』
各
四

O
「
張
良
停
」
参
照
。

⑥
「
漢
書
』
容
四
四
「
准
南
腐
王
長
侍
」・

同
省
一
四
「
諸
侯
王
表
」
参

照。

⑦
ち
な
み
に
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
の
「
酷
吏
侍
」
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
周

陽
由
は
越
粂
の
子
で
あ
り
、
父
の
侯
名
を
以
て
改
姓
し
、
宗
室
の
外
戚
姻

属
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
帝
代
に
郎
と
な
っ
た
の
が
官
界
に
入
っ
た
始

ま
り
で
あ
る
。

@
因
扮
・
田
勝
の
封
侯
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
谷
六
「
武
帝
紀
」
に
も
長

帝
後
三
年
三
月
の
こ
と
と
し
て
記
事
が
あ
る
。

@

『

漢

書
』
昌
也
五
九
「
張
湯
停
」
で
は
「
侍
御
史
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
史
記
』

倉一

一
一
一
一
「
酷
吏
列
侍
」
で
は

「御
史
」
と
あ
る
。
桜
井
芳
郎

「御
史
制
度
の
形
成
出
」
(『
東
洋
製
報
』
二
三
省
二
統
一
九
一
ニ
六

年
)
に
よ
れ
ば
、
御
史
と
侍
御
史
が
明
か
に
冨
別
さ
れ
て
侍
御
史
の
官
名

が
出
現
す
る
の
は
武
帝
の
末
年
で
あ
る
。
従
っ
て
『
史
記
』
の
記
載
が
張

湯
在
任
中
の
官
名
を
そ
の
ま
ま
示
す
と
み
ら
れ
る
。

⑮
以
下
の
叙
述
は
『
漢
書
』
各
五
二

「
資
嬰
侍
」
「
田
扮
侍
L

「
滋
夫
停
」

に
よ
る
。

⑪
『
史
記
』
各

一
O
七
「
貌
其
武
安
侯
列
侍
」
で
は
「
太
中
大
夫
」
と
な

っ
て
い
る
。

『
漢
書
』
省
一
九
上
「
百
官
公
卿
表
上
」
の
「
郎
中
令
L

の

項
に
「
郎
中
令
、
秦
官
、
掌
宮
殿
披
門
戸
、
有
丞
、
武
帝
太
初
元
年
更
名

光
様
勤
、
嵐
官
有
大
夫

・
郎
・

謁
省
、
皆
秦
官
、
又
期
門

・
弱
林
皆
厩
震
、

大
夫
掌
論
議
、

有
太
中
大
夫
・
中
大
夫

・
諌
大
夫
、
皆
無
員
、

多
至
抽出十

人
、
武
帝
元
狩
五
年
初
置
諌
大
夫
、
秩
比
八
百
石
、

太
初
元
年
更
名
中
大

夫
篤
光
線
大
夫
、
秩
比
二
千
石
、
太
中
大
夫
秩
比
千
石
如
故
」
と
あ
り
、

太
中
大
夫

・
中
大
夫
と
も
郎
中
令
の
廊
官
で
論
議
を
掌
る
も
の
で
あ
る
。
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な
お
武
英
殿
版
『
漢
書
』
の
嘗
該
谷
末
「
考
詮
」
に
お
い
て
劉
般
の
言
う

よ
う
に
、
光
線
大
夫
と
改
名
さ
れ
て
秩
比
二
千
石
に
な
る
以
前
の
中
大
夫

は
秩
比
千
石
の
太
中
大
夫
よ
り
下
の
官
で
あ
っ
た
ろ
う
。
景
帝
晩
年
田
扮

の
就
い
た
の
が
中
大
夫
で
あ
っ
た
の
か
、
太
中
大
夫
で
あ
っ
た
の
か
、
そ

れ
と
も
雨
方
を
経
歴
し
た
の
か
、
推
測
し
ょ
う
が
な
い
。

⑫
古
川
孝
次
郎
『
漢
の
武
帝
』

(
一
九
四
九
年
岩
波
書
庖
刊
)
参
照
。

本
書
は
武
帝
と
外
戚
・
諸
大
官
の
人
間
閥
係
を
説
く
こ
と
詳
し
く
、

小
論

執
筆
に
さ
い
し
て
種
々
恩
恵
を
蒙
っ
た
。

⑬
以
上
『
漢
書
』

翁
九
七
上
「
外
戚
仰
上
」
・
同
省
五
五
「
術
背
侍
」

に

ト
h
v心
。

⑬

越

馬

の
場
合
『
史
記
』
省

一一一一一

「
酷
吏
列
仰
」
は

「
太
中
大
夫
」
、

『
漢
書
』
谷
九

O
「
酷
吏
仰
」

で
は
「
中
大
夫
」
と
あ
り
、
張
湯
の
場
合

は
『
史
記
』
「
酷
吏
列
仰
」

・
『
漢
書
』

「
張
湯
川
博
」
と
も
「
太
中
大
夫
」

と
あ
る
。
ま
た

『
波
書
』
省

一
九
下
「
百
官
公
卿
表
下
」
で
は
元
光
六
年

(
前
一
一
一
九
〉
の
項
に
「
中
大
夫
越
市肉
食
中
関
L
、
元
朔
三
年
(
前
一

一一

六
)
の
項
に
「
中
大
夫
張
湯
震
延
尉
、
五
年
遜
」
、
元
朔
五
年
(
前

一一

一

四
)
の
項
に
「
中
尉
越
国
阿
倍
坤
少
府
」
と
あ
り
、
越
市
内

・
張
湯
と
も
「
中
大

夫
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
張
湯
に
闘
し
て
い
え
ば
、
『
史
記
』

『
漢
書
』

の
仰
は
と
も
に
「
太
中
大
夫
」
で
あ
り
、

『
漢
書
』
表
の

「
中
大
夫
」
と

は
合
致
し
な
い
。
こ

の
場
合
は
王
鳴
盛
『
十
七
史
商
機
』
谷
一

O
「
漢
書

四
」
の
「
百
官
公
卿
閥
文
脱
謀
」
の
項
が
い
う
よ
う
に
か
な
り
疏
略
が
多

い
と
み
ら
れ
る
表
の
方
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
張
湯

の
官
を
太
中
大
夫
と
み
る
と
、
張
湯
の
兄
事
し
た
越
両
の
官
が
そ
れ
よ
り

低
い
中
大
夫
で
あ
っ
た
と
み
る
の
は
不
自
然
で
、
越
国内
に
つ
い
て
は

『
史

記
』
の
記
載
が
正
し
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
越
両
同
が
少
府
の
ま
え

に
中
討
を
経
歴
し
た
こ
と
は
『
史
記
』
「
酷
吏
列
侍
」
と

『
漢
書
』
表
に

は
あ
る
が
、
「
漢
書
』
の
「
酷
吏
侍」

・
「
張
湯
侍
」
に
は
記
さ
れ
て
い
な
いコ

⑬
⑪
曇
照
。

⑮
「
見
知
故
縦」

「
監
臨
部
主
」
の
法
は
張
湯

・
越
馬
に
よ

っ
て
は
じ
め

て
作
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
瀧
川
和
岨
太
郎

『
史
記
曾
注
考
鐙
』

は
「
酷
吏
列
侍
」
の
「
(
越
市
内
〉
輿
張
湯
論
定
諮
律
令
、
作
見
知

・
吏
即時

得
相
監
司
」
と
い
う
文
の
「
考
霊」

で
「
見
知

一
事
、
吏
見
知
其
罪
不
翠

也、

秦
始
白
玉
三
十
四
年
紀
云、

吏
不
翠
者
奥
同
罪
、
此
法
秦
時
有
之
」

と

し
、
ま
た

『菅
書
』
各
三

O
「
刑
法
志
」

に
は
「
漢
承
秦
制
、
粛
何
定

律
、
除
参
夷
連
坐
之
罪
、
増
部
主
見
知
之
篠
」
と
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の

と
き
の
張
湯

・
越
市
内
の
仕
事
は
、
現
貨
の
適
用
面
で
死
文
化
し
て
い
た
も

の
を
復
活
さ
せ
た
と
か
、
関
連
法
規
を
整
備
し
て
適
用
を
般
重
に
し
た
と

か
い
う
レ
ベ
ル
で
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑫

『
太
卒
御
覧
』
轡
六
三
八
「
刑
法
部
四

・
律
令
下
L

に
は

「
張
斐
律
序

目
、
張
湯
制
越
官
律
、
越
市
内
作
朝
合
正
見
律
」
と
あ
る
。

な
お
場
樹
逮

『
漢
書
窺
管
』
谷
六
「
張
湯
侍
第
二
十
九
」
参
照
。

⑬

張

湯
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は

「
毎
朝
倉
議
、
開
陳
其
端
、
使
人
主
自
揮
、

不
肯
函
折
庭
字
、
於
是
上
{
抵
抗其
行
恨
厚
、
鶴
間
論
有
除
、
習
文
法
吏
事
、
縁

飾
以
儒
術
、
上
説
之
」

(『
漢
書
』
各
五
八

「
公
孫
弘
仰
」〉
と
記
さ
れ
、

御
史
大
夫

・
丞
相
を
歴
任
し
た
公
孫
弘
と
通
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
ま
た

武
帝
は
質
務
に
う
と
い
事
者
儒
者
の
理
想
論
に
は
残
酷
で
あ
っ
た
。
「
張

湯
仰
」
は
、
封
筒
奴
戦
や
諸
侯
謀
反
の
摘
設
に
つ
い
て
御
史
大
夫
張
湯
と

針
立
論
議e
し
た
結
果
、
武
帝
に
よ
っ
て
進
部
に
棄
て
ら
れ
て
何
奴
に
殺
さ

れ
た
博
士
秋
山
の
挿
話
を
載
せ
る
。

⑬
以
下
汲
賠
に
つ
い
て
は

『
漢
書
』
各
五

O
「
汲
賠
停
」
に
よ
る
。
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@
以
上
准
南
玉
安
・
衡
山
王
賜
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
轡
四
四
「
滋
南
王

安
停
」
「
衡
山
王
賜
侍
」
に
よ
る
。
た
だ
し
、
事
件
後
衡
山
園
が
衡
山
郡

と
な
っ
た
と
し
た
の
は
『
史
記
』
省
一

一
八
「
准
南
衡
山
列
停
L

に
よ

る。

②
『
漢
書
』
谷
五
三
「
修
東
康
王
寄
侍
」
参
照
。

②
『
漢
書
』
各
五
三
「
江
都
易
王
非
侍
」
参
照
。

③

『

漢

書
』
各
四
一
「
侍
寛
仰
」
参
照
。

@

『

漢

書
』
出
世
六

「
武
帝
紀
」
元
狩
元
年
十
一
月
の
仲
間
。

③

呂

思

勉

『
秦
漢
史
』
〈
一

九
四
七
年
開
明
書
庖
刊
)
上
冊
九
O
頁
参

照。

⑧

『

漢

書
』
谷
三
八
コ
局
五
王
仰
」
の
耕
民
で
は
「
自
国
穴
楚
談
後
、
精
奪
諸

侯
機
、
左
官

・
附
盆
・
阿
黛
之
法
設
、
其
後
諸
侯
唯
得
衣
食
租
税
、
貧
者

或
乗
牛
車
」
と
い
う
が
、
個
々
の
事
件
と
の
閥
係
で
い
え
ば

「
諸
侯
王

表
」
の
記
述
の
方
が
詳
し
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

②
司
漢
書
』
容
六
四
上
「
殿
助
停
」
。
以
下
出
兵
の
経
過
は
お
お
よ
そ
こ

れ
に
よ
る
。
な
お
雌
助
は
『
史
記
』
で
は
荘
助
。
『
漢
書
』
が
回
収
助
と
す

る
の
は
後
漢
明
帝
劉
廷
の
誇
避
に
よ
る
。

③
『
描
開
設
百
』
容
六

「
武
帝
紀
」
建
元
六
年
の
篠
に
「
関
越
王
邸
攻
南
越
、

遺
大
行
王
依
将
兵
出
橡
章
、
大
司
農
韓
安
園
出
曾
稽
、
撃
之
、
未
至
、
越

人
殺
邸
降
、
丘
(
還
」
と
あ
り
、
各
五
二

「
韓
安
闘
停
」
も
「
大
司
幾
」

と

す
る
が
、

各
一

九
上
「
百
官
公
卿
表
上
」
に
よ
れ
ば
景
帝
後
元
年
(
前
一

四
三
〉
か
ら
武
帝
太
初
元
年
(
前

一
O
四
)
の
聞
の
呼
稽
は
「
大
司
燥
」

で
な
く
「
大
農
令
」
で
あ
る
。

③
『
漢
垂
直
』
省
六
四
上
「
殿
助
停
」

③
『
漢
書
』
省
四
五
「
伍
被
停
」

@

『

漢

書』

倉
六
四
上
「
厳
助
停
」
参
照
。

@
『
史
記
』
倉
一
二
二
「
酷
吏
列
侍
」
の

「
集
解
」
は
張
湯
の
御
史
大
夫

就
任
に
つ
い
て

「
徐
庭
目
、
元
狩
二
年
」
と
し
、
萄
悦
『
漢
紀
』
省

一一一一

も
元
狩
二
年
の
項
に
李
奈
の
丞
相
就
任
・
張
湯
の
御
史
大
夫
就
任
を
記

す
。
司
馬
光
『
資
治
通
鏡
考
異
』
は
元
狩
二
年
三
月
壬
辰
に
李
奈
が
丞
相

に
、
張
湯
が
御
史
大
夫
に
昇
進
し
た
と
の
見
解
を
明
記
す
る
。
な
お
影
山

剛
「
同
盟
餓
等
質
制
施
行
の
時
期
そ
の
他
雑
考
」
(『
稿
井
大
撃
皐
襲
撃
部
紀

要
』
第
田
部

〈
枇
曾
科
翠
〉
一
一

腕

一
九
六
二
年
〉
参
照
。

@

李
禁
に
つ

い
て
は

『
漢
書
』
容
五
四

「
李
廃
侍
」
に
よ
る
。

⑧

『

漢

書
』
各
四
二
「
申
屠
嘉
侍
」
に
よ
る
。
な
お
「
申
屠
嘉
侍
」
の
ほ

か
『
漢
書
』
各
五
二
「
回
扮
侍
」
も
荘
青
程
と
記
す
が
、

省
一

九
下
「
百

官
公
卿
表
下
」
は
姓
荘
を
般
に
改
め
て
あ
る。

③
こ
れ
ら
は
す
べ
て
『
史
記
』
省
三

O
「
卒
準
書
」
の
記
述
を
も
と
と
す

る。

⑧
年
代
の
比
{疋
は
結
果
の
み
い
え
ば
『
史
記
』
容
三

O
「
卒
準
書
」
の

「
集
解
」
所
引
の
徐
賢
注
を
以
て
し
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。
な
お
『
漢

書
』
品
位
六
「
武
帝
紀
」
の
叙
述
に
は
、
元
狩
年
間
の
通
貨
問
題
に
附
し
て

「
卒
準
書
」
「
食
貨
志
下
」
と
異
な
る
記
述
が
あ
る
が
、
加
藤
繁

「
一一一
鈴

銭
臨
時
造
年
分
考
」
(
同
氏
著
『
支
那
経
済
史
考
護
』
上
容

一
九
五
二
年

東
洋
文
庫
刊
所
枚
)
が
考
設
す
る
よ
う
に
「
武
帝
紀
」
の
方
が
譲
り
と

考
え
ら
れ
る
。

③
猪
鍛
専
費
制
の
内
容
と
く
に
繊
の
生
産
形
態
に
つ
い
て
は
、

「
園
管
」

設
と

「
民
後
」
説
が
研
究
上
の
手
貼
に
な
っ
て
い
る
。
前
者
に
属
す
る
も

の
と
し
て
は
影
山
剛
「
前
漢
期
の
騒
の
専
資
制
H
-同
」
(『史
皐
雑
誌
』

七
五
編
一

一
蹴
・
一
二
腕
一
九
六
六
年

γ
佐
藤
武
敏
「
中
園
古
代
の
製
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駿
業
」
ハ
同
氏
著
『
中
図
古
代
工
業
史
の
研
究
』

一
九
六
二
年
吉
川
弘

文
館
刊

所
枚
)
、
後
者
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
藤
井
宏

「
漢
代
堕
鍛

専
貿
の
質
態
1

史
記
卒
準
書
の
記
載
を
め
ぐ
る
諮
問
題
l
H
・
口
」
(
『
史

聞
宇
雑
誌
』
七
九
編
二
蹴

・
三
披
一
九
七

O
年
)
・
伊
藤
徳
男
「
漢
代
の

駿
鍛
専
資
制
に
つ
い
て

l
『
史
記
』
卒
準
書
の
記
載
に
闘
す
る
一
考
察
|
」

〈
『
東
北
大
田
学
教
養
部
紀
要
』

二
五
腕

一
九
七
七
年
)
な
ど
が
あ
る
が
、

財
政
難
の
早
急
な
打
開
と
い
う
堕
銭
専
資
制
施
行

の
目
的
に
照
ら
す
と

き
、
莫
大
な
財
源
を
必
要
と
す
る
「
園
管
」
設
は
不
合
理
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

③
『
漢
書
』
省
一
九
下

「
百
官
公
卿
表
下
」
に
よ
る
。

⑧

以

上

鄭
笛
時
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
省
五

O
「
鄭
笛
時
停
」
参
照
。

@
影
山
剛
「
堕
鍛
尊
費
制
施
行
の
時
期
そ
の
他
雑
考
L

(

前
掲
〉
。
な
お
こ

の
論
文
に
お
い
て
氏
は
張
湯
が
失
脚
し
た
元
鼎
二
年
(
前
一
一
五
)
に
大

農
丞
に
就
任
す
る
以
前
の
桑
弘
羊
は
「
侍
中
と
し
て
皇
帝
の
側
近
に
あ
っ

て
、
お
そ
ら
く
は
主
と
し
て
宮
廷
の
曾
計
に
閥
輿
し
て
い
た
」

の
で
あ

り
、
「
問
問
鍛
専
頁
の
こ
と
に
直
接
関
興
す
る
立
場
に
は
な
か
っ
た
」
と
推

定
し
て
い
る
。

@
雨
者
の
官
職
の
愛
遜
と
そ
の
年
代
は

『
漢
書
』
容
一
九
下

「
百
官
公
卿

表
下
」
に
よ
る
。

⑫

『
漢
書
』
容
九
O
「
酷
吏
傍
」
、
以
下
威
宣
の
こ
と
は
こ
れ
に
よ
る
が
、

「
厩
丞
」
と
あ
る
の
は
『
史
記
』
「
酷
吏
列
侍
」
・
『
漢
書
』
「
百
官
公
卿

表
上
」
に
よ
り
「
大
成
丞
」
と
改
め
た
。
な
お
威
宣
は

『
史
記
』

「
酷
吏

列
停
」

・
『
漢
書
』
「
張
湯
停
」
で
は
滅
宣
と
記
す
が
、
威
と
減
は
通
ず
る
。

⑬

『
漢
書
』
容
六
O
「
杜
周
侍
」
、
以
下
杜
周
の
こ
と
は
こ
れ
に
よ
る
。

@
諸
侯
よ
り
金
を
う
け
取
っ
て
王
子
封
侯
の
便
宜
を
計
っ
た
こ
と
を
趨
敬

粛
王
彰
租
に
上
書
さ
れ
た
こ
と
や
、
費
相
と
し
て
在
任
中
啓
腐
王
次
昌
を

陥
れ
て
自
殺
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
主
父
僅
が
吏
治
に
下
さ
れ
訣
殺
さ
れ

た
事
件
。

『漢
書
』
各
六
四
「
主
父
信
傍
」

・
問
答
三
八
コ
両
五
玉
侍
」

参
照
。

@

以

上

玉
溢
釘

・
義
縦
・
者
ノ席
問
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
容
九
O
「
酷
吏

侍」

・
同
省

一
九
下
「
百
官
公
卿
表
下
」
に
よ
る
。

@

『

漢

書
』
昌
也
二
四
下

「
食
貨
志
下
」
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On Chang T'ang張湯，ａ“Rapacious Oflacial”酷吏under

　　　　

Emperor Wu 武帝of the Former Han 前漢

JＣｐ.ｎｓｕkｅＴａｄａ

　　

The direct aim of this essay is to trace the life of the rapacious

official,Chang T'ang, and thus indirectly grasp the characteristics of the

former half of the reign of Emperor べA'^u.Chang T'ang rose from the

lowly position of ａ scribe, seized an opportunity at success based on reliance

on the maternal relatives of　Emperor　Wu, and was active as ａ central

０伍cial when the mature Emperor ぺA^u as autocratic ruler had to reform

domestic and foreign policy in name and reality.　However, in order to

continue receiving imperial trust and favors under this autocartic system,

he had to continue defeating other officials by intrigue and betrayal and

cause their fall from power. This was precisely how the victorious Chang

T'ang himself finally fell to defeat and committed suicide. Intrigue and

betrayal were not only used between officials,but also by the feudal lords

who opposed the central government's implementation of policy. The King

of Chao 趙王, P'eng-tsu彭組, opposed the system of salt and iron ｍｏｎｏ。

polies which Chang began under his own leadership ； and he designed ａ

plot to bring Chang down. This too was one factor in Chang's fall from

power.

　

Chang made his appearance and was active as ａ statesman who

assisted in the major undertakings of Emperor ぺA^u, but due to rivalries

within the officialdom as well as the plotting of the feudal lords he fell

from

　

power

　

and had to commit suicide―this, I　believe, was ａ　natural

resolution of events.

－２


